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独立行政法人科学技術振興機構 外国人研究者宿舎管理運営業務 
民間競争入札実施要項（案） 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。 

前記を踏まえ、独立行政法人科学技術振興機構（以下、「機構」という。）は、公共サー

ビス改革基本方針（平成２５年６月１４日閣議決定）別表において民間競争入札の対象と

して選定された外国人研究者宿舎管理運営業務（以下「本業務」という。）について、公共

サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。 

 
 

１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項 

 

（１）対象公共サービスの詳細な内容 

 

ア．対象施設の概要 

・名称：独立行政法人科学技術振興機構 外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」「竹園ハウス」 

・設置目的：我が国の研究機関等において研究活動を行う外国人研究者及びその家族（以

下、「居住者」という。）を対象に、宿舎及び各種の支援サービスを提供し、

研究者が円滑に生活を開始し、研究活動に専念できる環境を整備することで、

我が国の研究環境の国際化に資する。 

①「二の宮ハウス」 

・所在地：茨城県つくば市二の宮１－６－２ 

・敷地面積：6,569㎡ 

・延床面積：18,298㎡ 

・主用途：宿泊施設（東棟、西棟、南棟、北棟：1LK 104 室、1LDK 80室） 

附帯施設（管理事務室、中央監視室、応接室、集会室、セミナー室 2 室、打合

せ室 2室、スポーツジム、プレイルーム、交流サロン、和室、駐車場 148台等） 

・規模構造：地下 1階地上 9階 SRC造（一部 RC造） 

・竣工日：平成 13年 3月 
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②「竹園ハウス」 

・所在地：茨城県つくば市竹園２－２０－４ 

・敷地面積：1,500㎡ 

・延床面積：2,599㎡ 

・主用途：宿泊施設（1 人用 1LDK 24室、2人用 1LDK 6室、家族用 2LDK 6室） 

附帯施設（管理事務室、管理人室、集会室、駐車場 14台） 

・規模構造：地上 7階 RC造 

・竣工日：平成 3年 3月 

 

イ．業務の対象と業務内容 

本業務の対象は次の（ア）～（オ）の各業務（以下、「各業務」という。）とし、これら

の実施にあたっては、外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」「竹園ハウス」（以下、「宿舎」と

いう。）の機能を維持し、宿舎にて実施する業務に支障を及ぼさないように、また、居住者

及び来館者にとってより快適な施設利用ができるよう、建物・設備及び外構等の性能を常

時適切な状態に維持管理を行う。 

（ア）統括業務 

ａ．業務の概要 

委託された全業務の統括業務。 

ｂ．業務の内容 

別紙４のとおり。 

（イ）施設維持管理業務 

ａ．業務の概要 

宿舎施設に設置された各種設備機器類の安全な運転操作と適切な保守点検整備業務。 

ｂ．業務の内容 

別紙４のとおり。 

（ウ）環境衛生管理業務 

ａ．業務の概要 

宿舎施設内外の清掃・美観の維持・環境衛生の維持業務。 

ｂ．業務の内容 

別紙４のとおり。 

（エ）植栽管理業務 

ａ．業務の概要 

宿舎施設内外の植栽管理業務。 

ｂ．業務の内容 

別紙４のとおり。 

（オ）その他の管理業務 
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ａ．業務の概要 

宿舎施設の維持管理にかかるその他の業務。 

ｂ．業務の内容 

別紙４のとおり。 

 

ウ．業務期間開始前及び終了時の引継方法 

（ア）本業務の契約期間が開始する前に、本業務を行っている者から、事前に十分な引継

ぎを受けること。当該引継ぎに要する費用は引継ぎを受ける事業者の負担とし、業務に

必要な知見の移転が終了するまで行うものとする。なお、契約期間開始前に業務を行っ

ていた者が引き続きその業務を行うこととなる場合には、この限りではない。 

（イ）本業務の契約期間が終了する際、本業務を引継ぐ者に対し、事前に十分な引継ぎを

行うこと。当該引継ぎに要する費用は引継ぎを受ける事業者の負担とし、本業務を引継

ぐ者が決定次第速やかに引継ぎを開始して、業務に必要な知見の移転が終了するまで行

うものとする。なお、契約期間終了後に引き続きその者が業務を行うこととなる場合に

は、この限りではない。 

（ウ）本業務の契約期間が終了する際、本業務の遂行に当たり使用した設備・備品等につ

いては、原状回復をした上で機構に引き渡すこと。また、民間事業者が本業務に供する

ために持ち込んだ設備・備品等については、すべて民間事業者の負担で撤去すること。 

（エ）本業務の契約期間が終了する際、機構が提供した情報については、書類や電子デー

タ等の媒体の種類に関わらずすべて機構に返却すること。また、民間事業者が本業務の

遂行に当たり収集した情報及び本実施要項において作成が義務づけられている書類又は

電子媒体については、すべて機構に無償で引き渡すこと。 

 

エ．その他留意事項 

本業務の実施に際しては、事業期間を通じて次のことを考慮する。 

（ア）維持管理は予防保全を基本とすること。 

（イ）環境を良好に保ち、施設利用者の健康被害を防止すること。 

（ウ）建築物（附帯設備含む）が有する性能を保つこと。 

（エ）劣化等による危険・障害の未然防止に努めること。 

（オ）省資源、省エネルギーに努めること。 

（カ）ライフサイクルコストの削減に努めること。 

（キ）建築等の財産価値の確保を図ること。 

（ク）環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。 

（ケ）故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、早急な回復に努めること。 

 

（２）サービスの質の設定 
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本業務の実施に当たり達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。 

 

ア．本業務の包括的な質 

本業務を通じて包括的に達成すべき質は、宿舎施設利用者に快適な施設利用を可能とす

るとともに、宿舎施設における公共サービスの円滑な実施を可能とすることとし、具体的

には以下のとおりとする。 

（ア）品質の維持 

ａ．平常時 

本業務の不備に起因する空調停止、停電、断水が発生しないこと（０回） 

本業務の不備に起因する当施設における事業及び執務の中断がないこと（０回） 

ｂ．緊急時 

大地震・火災等の緊急事態が発生し、宿舎がその業務の一部又は全部を停止した場合に

おいて、宿舎が機能を復旧する過程で、本業務の不備に起因した復旧の遅れが無いこと。 

（イ）安全性の確保 

本業務の不備に起因した人身事故又は物損事故の発生が無いこと（０回） 

（ウ）快適性の確保 

居住者に対し退去時に実施するアンケート（別紙３）のうち、本業務に関する部分の設

問について、８０％以上の回答者から、「Very satisfied（とても満足）」「Satisfied（満

足）」の評価を得ること。 

 

イ．各業務において確保すべき水準 

各業務において確保すべき水準は、業務の内容として別紙４で開示する情報に定める内

容とし、法令に反しない限り、４．（２）イ．の企画書において改善提案を行うことができ

る。 

 

ウ．創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、公共

サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率性の向上）及び経費の削減等に努めるもの

とする。 

 

（ア）本業務の実施全般に対する改善提案 

民間事業者は、本業務の実施全般に係る質の向上及び経費削減の観点から取組むべき事

項等の改善提案を行うことができる。その際、具体的な方法等を示すとともに、現行基準

レベルの質が確保できる根拠等を企画書に明示すること。 

 

（イ）各業務に関する改善提案 
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民間事業者は、本業務における各業務に係る質の向上及び経費削減の観点から取組むべ

き事項の改善提案を行うことができる。その際、質の向上に向けた具体的な方法等を示す

とともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を企画書に明示すること。 

 

（３）委託費の支払方法 

機構は、本業務の契約期間中の検査・監督を行い、確保すべき水準（企画書に改善提案

があった事項を含む。）の到達状況及び実施状況を報告書や目視等により確認した上で、委

託費を支払うものとする。また検査・監督の結果、これらが満たされていない場合は、機

構は再度業務を行うように改善の指示を出すとともに、民間事業者は業務改善計画書を機

構に提出した上で所要の改善を行うこととする。改善後の確認ができるまでの間、委託費

の支払いを保留する。 

委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務の完了後、機構との間で予

め定める書面により当該月分の支払請求を行う。機構は、これを受領した日の翌日から３

０日以内に所定の金額を民間事業者に支払うものとする。 

 

（４）費用負担等に関する留意事項 

ア．消耗品等 

本業務を実施するに当たり、建物・設備・備品等にかかる消耗品は必要により機構と協

議の上、委託費にて執行できるものとする。なお、宿舎における在庫や備蓄等からの払出

しを優先すること。（詳細は別紙４仕様書Ｐ．３４（３）（４）を参照のこと。） 

 

イ．光熱水料 

機構は、民間事業者が本業務を実施するために必要な光熱水料を負担する。 

 

ウ．施設使用料 

機構は、民間事業者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものと

する。 

 

エ．法令等の変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用又は損失については、以下の

（ア）から（ウ）のいずれかに該当する場合には機構が負担し、それ以外の変更について

は民間事業者が負担するものとする。 

（ア）本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設 

（イ）消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む。） 

（ウ）上記（ア）及び（イ）のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税 

制度新設・変更（税率の変更を含む。） 
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２．実施期間に関する事項 

本業務の実施期間は、平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までとする。 

 

３．入札参加資格に関する事項 

（１）法第１５条において準用する法第１０条各号（第１１号を除く。）に該当するもので

ないこと。 

（２）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

（３）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（４）独立行政法人科学技術振興機構又は全省庁統一資格のうち以下の全てを満たす競争

参加資格を取得している者 

・資格の種類：役務の提供等 

・格付け：Ａ、Ｂ又はＣ等級 

・資格の有効年度：平成２５・２６・２７年度 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき民事再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けて

いること。 

（６）機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している業者またはこれに準ずるもの

として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（８）入札参加グループでの入札について 

ア．入札参加グループの結成 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）が本業務のすべてを単独で

遂行することができない場合には、入札書類（４．（２）イ．で規定する入札書類をいう。）

を提出する時までに、本業務のすべてを共同で遂行することにより入札に参加するグル

ープ（以下「入札参加グループ」という。）を結成し、入札に参加することができる。そ

の際、入札参加グループに参加する者を入札参加グループ員とし、入札参加グループ員

のうち１名を代表者とするものとする。 

なお、入札参加グループ員は、他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参

加することはできない。（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づき

設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合

におけるその組合員も同様とする。）また、入札参加グループを結成した場合には、すべ

ての入札参加グループ員は、入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する
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書類）を作成しなければならない。 

 

イ．入札参加グループの入札参加資格 

全ての入札参加グループ員は上記（１）から（７）の全ての要件を満たしていること。 

 

４．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

入札公告         平成２５年１１月下旬頃 

入札説明会        平成２５年１２月上旬頃 

現地見学会        平成２５年１２月中旬頃 

入札等に関する質疑応答  平成２５年１月上旬頃 

入札書類の提出期限    平成２６年１月下旬頃 

入札書類の評価      平成２６年２月上旬頃 

入札・開札        平成２６年２月中旬頃 

契約締結・事業開始    平成２６年４月１日 

 

（２）入札実施手続 

ア．入札説明会後の質問受付 

入札公告に際して入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に係る事項

について入札説明会後に、機構に対して質問を行うことができる。質問は原則として電子

メールにより行い、質疑内容及び機構からの回答は原則として入札説明会に参加したすべ

ての者に公開することとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合に

は、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

 

イ．提出書類 

入札参加者は、総合評価のための業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関す

る書類（以下「企画書」という。）その他審査に必要となる書類（以下「入札書類」という。）

を入札書類の受付期限までに提出する。また、入札参加者は、入札時に、本業務実施に係

る入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）を提出する。入札書に記載する入札

金額には、本業務に要する一切の経費の１０５分の１００に相当する金額を記載すること

とする。 

 

ウ．企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５で示す総合評価を受けるために必要な

次の事項を記載する。なお、入札参加者は次の（オ）～（キ）において、法令に反しない
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限り、別紙４～１０に示す業務の内容について、改善提案を行うことができる。また入札

参加者は必要に応じ企画書提出前に質問を行うことができるものとする。質問を求められ

た機構は当該入札参加者が企画書を提出期限内に提出できるよう速やかに回答する。 

（ア）企業の代表責任者及び本業務担当者【様式１】 

入札に参加する事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。なお、入札参加グ

ループで参加する場合は、様式１に入札参加グループの一覧、入札参加グループの代表事

業者、入札参加グループ員の代表責任者及び各業務の担当者を記載すること。（入札参加グ

ループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を添付すること。） 

（イ）業務実績【様式２】 

本実施要項１（１）イ．で示す業務毎に過去３年間の実績を記載すること。 

（ウ）本業務に対する認識【様式３】 

本業務を実施するにあたっての基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント

等を記載すること。 

（エ）本業務全体及び各業務の実施体制、法的資格等を有する者等の配置【様式４】 

本業務全体について及び本実施要項１．（１）イ．で示す各業務毎に実施体制及び業務全

体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす

者の配置を記載する。（原則として、必要とされる資格を証明する書類の写しを添付するこ

と。企画書の提出期限までに有資格者名を特定できない場合は、応札者が有資格者を十分

に擁していて契約開始時に支障なく必要な人材を配置できる体制を確立していることを企

画書で具体的に説明の上、落札後は入札実施日の翌日から起算して１４日以内に必要とさ

れる資格を証明する書類の写しを機構に提出すること。） 

（オ）質の確保及び業務コスト等削減に対する考え方【様式５】 

本業務に関する包括的な質の確保及び各業務の質の確保及び業務コスト等削減に関する

考え方を記載する。 

（カ）改善提案【様式６，７】 

改善提案を行う場合、改善提案を行う業務（項目）を明確にし、改善提案を行う理由、

改善提案の内容、改善提案による質の向上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）

を具体的に示すこと。 

（キ）緊急時の体制及び対応方法【様式８】 

緊急時（本業務の実施に当たり想定していたとおりの業務を実施することが困難になる

事故・事象が生じた場合をいう。）のバックアップ体制と対応方法を示す。 

 

エ．その他審査に必要となる書類 

上記イの「その他審査に必要となる書類」とは、以下のとおりである。 

（ア）入札参加者（入札参加グループの場合はすべての入札参加グループ員）の平成２５・

２６・２７年度競争参加資格（独立行政法人科学技術振興機構又は全省庁統一資格）の写
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し 

（イ）再委託に関する事項【様式９】 

本実施要項８．（７）サ．により本業務の一部についてやむを得ず再委託を行う場合は、

再委託する業務の内容、企業名、住所、再委託先の業務履行能力、報告徴収その他の業務

管理の方法を具体的に示すこと。 

（ウ）暴力団排除手続きに関する事項 

ａ．入札参加事業者等確認書【様式１０】 

ｂ．誓約書（暴力団排除条項に該当しないこと及び暴力団又は暴力団関係者を再委託先

としないことを誓約する書類。書式自由） 

 

オ．開札にあたっての留意事項 

（ア）開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札又はその代

理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

（イ）入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはで

きない。 

（ウ）入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の

求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を

提示又は提出しなければならない。 

（エ）入札参加者又はその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情が

あると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 

（オ）開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに

再度の入札を行う。また再度入札は２回までとする。 

 

カ．言語及び通貨 

入札書、企画書その他の提出書類に使用する言語、通貨、日時及び計量単位は、日本語、

日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に規定する計量単位とす

る。 

 

５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ

スを実施する者の決定に関する事項 

民間事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び

業務実施内容の審査・評価に当たり、客観性・公平性を確保するため、本業務に関して利

害関係を有しない外部有識者を含む評価委員会を機構に設置して行うものとする。 

 

（１）落札者決定に当たっての質の評価項目の設定（別紙１） 

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に添
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って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、提案内容が具体的かつ効果的なもの

であるか（加点項目審査）について行うものとする。 

 

ア．必須項目審査（３０点） 

必須項目審査においては、入札参加者が次の必須項目を満たしていることを確認する。

すべて満たした場合は基礎点（３０点）を付与し、一つでも満たしていない場合は、失格

として下記イの加点項目審査は行わない。 

 

（ア）実施体制 

ａ．各業務の業務水準が維持される体制であるか。（入札参加グループで参加する場合、

代表者と代表者以外の入札参加グループ員の連携が可能な体制であるか。） 

ｂ．各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。 

（イ）業務に対する認識 

ａ．本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。 

ｂ．本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確になっているか。 

（ウ）現行基準レベルの質の確保 

本業務全般及び各業務の提案内容は、機構が要求する水準を確保するものであるか。 

 

イ．加点項目審査（７０点） 

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査を行う。なお、

提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実施が期待されるかという観点から、

基本的には各業務の確保すべき水準として示した別紙４の内容と提案内容との比較を行い、

絶対評価により加点（満点の場合は７０点）する。 

（ア）統括業務（本業務全般に係る提案を含む）（１０点） 

ａ．本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実施について具体的な方法、

計画が明記されており、それらが実施可能な体制が確保されているか。 

ｂ．業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 

（イ）施設維持管理業務（２０点） 

ａ．本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実施について具体的な方法、

計画が明記されており、それらが実施可能な体制が確保されているか。 

ｂ．業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 

（ウ）環境衛生管理業務（２０点） 

ａ．本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実施について具体的な方法、

計画が明記されており、それらが実施可能な体制が確保されているか。 

ｂ．業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 

（エ）植栽管理業務（１０点） 
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ａ．本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実施について具体的な方法、

計画が明記されており、それらが実施可能な体制が確保されているか。 

ｂ．業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 

（オ）緊急時及び非常時対応についての考え方・体制（１０点） 

ａ．具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被害を拡大させないための体制、対策

が提案されているか。 

ｂ．業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。 

ｃ．緊急時の対策（連絡体制）は明確で効果的なものであるか。 

 

（２）落札者決定に当たっての評価方法 

ア．落札者の決定方法 

必須項目審査により得られた基礎点（３０点）と加点項目審査で得られた加算点（最高

７０点）を加算し、入札価格（予定価格の制限の範囲内であるものに限る。）で除した値を

総合評価点とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する（除算方式）。 

 

総合評価点＝（基礎点＋加算点）÷入札価格 

 

イ．留意事項 

（ア）開札の結果、落札者となるべき者の入札価格が、１０分の６を予定価格に乗じて得

た額に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるか否か、次の事項について改めて調査を実施し、該当するお

それがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契約を締結すること

が公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められた場合には、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が最も高

い１者を落札者として決定することがある。 

ａ．当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確保される

か否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了

解しているか否か等） 

ｂ．当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、業務分

担等が適切か否か等） 

ｃ．当該契約期間中における他の契約請負状況 

ｄ．手持ち機械その他固定資産の状況 

ｅ．国の行政機関等及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 

ｆ．経営状況 

ｇ．信用状況 

（イ）開札の結果、落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに入札参加者又はそ
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の代理人にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、入札参

加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の

ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 

（ウ）落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札価格、落札者

決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要につい

て公表するものとする。 

 

（３）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

初回の開札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うものとする。なお、開札の際に、入札参加者又はその代理人が立ち合わなかった場

合には、その再度の入札を辞退したものとみなす。再度の入札によってもなお落札者とな

るべき者がいない場合には、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告に

よると本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情

がある場合には、機構が自ら当該業務を実施する等とすることとし、その場合には、理由

を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会に報告することとする。 

 

６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

 

従来の実施状況に関する情報は、別紙２のとおり。 

 

７．民間事業者に使用させることができる宿舎施設設備に関する事項 

（１）貸与施設・設備 

別紙５の貸与施設等及び貸与物品のとおり 

（２）設備・機器等の持ち込み 

ア．宿舎の業務に支障を来さない範囲において、民間事業者は宿舎施設内に本業務に必要

な機器・設備等を民間事業者の負担において持ち込むことができる。ただし、機器・設

備等を持ち込む場合には、事前に機構の了解を得るものとし、本業務を終了した際は、

原状回復を行わなければならない。 

 

イ．設備・機器等の持ち込み又は撤去に要する経費及び持ち込んだ設備・機器等から生じ

る経費については、本実施要項１．（４）イ．で規定する光熱水料を除き民間事業者が負

担するものとする。 

 

８．民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対し

て報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの
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適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項 

 

（１）報告等について 

ア．業務計画書の作成と提出 

民間事業者は、本業務を行うに当たり、平成２６年３月１０日までに、管理業務計画書

（経費執行計画書を含む）を機構に提出し、機構と協議しなければならない。管理業務計

画書に変更が生じた場合は、当該変更の３日前（但し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関

する法律で定める国民の祝日、及び年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を含

まない。）までに、当該変更を機構に届け出て、機構と協議すること。 

 

イ．業務従事者名簿の作成と提出 

（ア）民間事業者は、平成２６年３月１０日までに、本業務に従事する者の名簿を作成し、

機構に提出すること。本業務に必要な資格を証明する書類（資格書の写し等）を併せ

て提出すること。また、業務従事者を変更する場合は、当該変更の３日前（但し、日

曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律で定める国民の祝日、及び年末年始（１２月

２９日から翌年１月３日まで）を含まない。）までに、当該変更を機構に届け出ること。 

（イ）機構は業務従事者が不適格であると認める場合は、その理由を明らかにし、民間事

業者に当該業務従事者への指導を求めることができる。その場合、民間事業者は不適

格である理由を確認し、当該業務従事者の改善又は交替を行うものとする。 

 

ウ．業務報告書の作成、提出及び保管 

民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報及び年間総括報

告書を作成し、以下のとおり保管又は提出すること。 

（ア）民間事業者は本業務開始前に全ての業務報告書の書式を機構に提出し、承諾を得る

こと。 

（イ）民間事業者は本業務期間中、業務日報を毎日作成し、翌日（当該翌日が休日の場合

には、その直後の平日とする。）までに機構に提出し、機構の確認を受けること。機構

の承認を受けた後の業務日報は、業務期間中いつでも閲覧できるように保管すること。 

（ウ）民間事業者は、業務期間中、当月分に係る業務月報を、その月の翌月の５日（当該

日が休日の場合には、その直後の平日とする。）までに機構に提出すること。機構の確

認を受けた後の業務月報は、業務期間中いつでも閲覧できるように保管すること。 

（エ）民間事業者は、毎年４月１０日（当該日が休日の場合には、その直後の平日とする。）

までに、本業務に関する年間総括報告書を機構に提出すること。 

（オ）民間事業者は、発注業務の履行を通じて、環境対策や防災対策などに関して提案が

あれば、任意の書式で意見を提出すること。 
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（２）機構の検査・監督体制 

民間事業者からの報告等を受けるに当たり、機構の検査・監督体制は次のとおりとする。 

ア．施設管理責任者 

独立行政法人科学技術振興機構 国際科学技術部長 

イ．施設管理担当者及び検査職員 

独立行政法人科学技術振興機構 国際科学技術部 調査役 

ウ．施設管理監督職員 

独立行政法人科学技術振興機構 国際科学技術部 主査 

 

（３）機構による調査への協力 

機構は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めると

きは、民間事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務

所に立入り、本業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係

者に質問することができる。 

なお、立入り検査をする者は、検査等を行う際には、当該立入り検査等が法第２６条第

１項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示するものとする。 

 

（４）指示について 

機構は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると

認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を取るべきことを指示することができる。

また、機構は、本業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した

場合は、随時民間事業者に指示を行うことができるものとする。 

機構による指示の経路については、以下のとおりとする。 

 

ア．統括業務実施者を通じた報告、指示 

民間事業者から機構への業務計画書・作業報告書その他の関係書類（以下「各種書類」

という。）の提出及び各種の報告は、下記イの緊急時等を除き原則として統括業務実施者を

通して行うものとする。機構は、提出された各種書類及び各種の報告の内容について修正、

追加、処置方法等について統括業務実施者に必要な指示を行うものとする。ただし、各種

書類の提出及び各種の報告を行う個別業務実施事業者が統括業務実施者を兼任している場

合は、統括業務実施者を通して受領・指示を行うものとみなすことができる。 

 

イ．緊急時等における報告、指示 

故障・不具合の発生時及び業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合（以下

「緊急時等」という。）には、個別業務実施事業者は、機構に直接報告を行うことができる。
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また、緊急時等には、機構は個別業務実施事業者に直接指示を行うものとする。このよう

な場合、個別業務実施事業者は、総括管理業務実施者に対して、必ず事後報告を行うもの

とする。 

 

（５）秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して機構が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務

遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのために必

要な措置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若

しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘

密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合に

は、法第５４条により罰則の適用がある。 

 

（６）個人情報の保護 

ア．基本的な考え方 

民間事業者は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、本業務を実施するに当たって入

手した個人情報の取扱いについては、個人の権利や利益を侵害することがないように独立

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第７条第

２項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報を適

切に管理するために必要な措置を講じなければならない。 

 

イ．保有の制限 

民間事業者は、本業務を実施するにあたって個人情報を保有するときは、あらかじめ、

本人に対してその利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要

な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を入手するものとする。 

 

ウ．利用及び提供の制限 

民間事業者は、機構の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するための利用目

的のために個人情報を自ら利用し、又は他者に利用させてはならない。 

 

エ．複写等の禁止 

民間事業者は、機構の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するために機構か

ら提供された個人情報を複写し、又は提供してはならない。 

 

オ．報告 

民間事業者は、個人情報の漏洩等が発生し、又は発生の可能性があることを知った場合

には、直ちに機構に報告し、その指示に従うものとする。なお、本業務が終了した後にお
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いても同様とする。 

 

カ．管理体制の整備 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり、個人情報の管理に関する責任者を定めるな

ど管理体制を整備しなければならない。 

 

キ．業務従事者への周知 

民間事業者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても本業務を実施

するに当たり知り得た個人情報を漏洩し、又は不当な目的に使用してはならないことなど、

個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。 

 

（７）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

ア．業務の開始及び中止 

（ア）民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始

しなければならない。 

（イ）民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を一時中断しようとするときは、あ

らかじめ、機構の承認を受けなければならない。 

 

イ．公正な取扱い 

（ア）民間事業者は、本業務の実施にあたって、宿舎施設利用者を合理的な理由なく区別

してはならない。 

（イ）民間事業者は、宿舎施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利

用の有無等により区別してはならない。 

 

ウ．金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな

い。 

 

エ．宣伝行為の禁止 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣

伝を行ってはならない。 

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤

解を与えるような行為をしてはならない。 

 

オ．法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければな
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らない。 

 

カ．安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

キ．記録・帳簿書類等 

民間事業者は、本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、又は中止

した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、測定・検査、点検・整備等に関する帳

簿書類等は本業務が終了したときから１０年間、一定の場所に保管しなければならない。 

 

ク．権利の譲渡 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲

渡してはならない。 

 

ケ．権利義務の帰属等 

（ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、民間事業

者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、機構の

承認を受けなければならない。 

 

コ．一般的損害 

本業務を行う際に生じた損害（本実施要項９に記載した損害を除く）については、民間

事業者がその費用を負担する。但しその損害のうち機構の責めに帰すべき事由により生じ

たものについては機構が負担する。 

 

サ．再委託の取扱い 

（ア）民間事業者（入札参加グループを含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一

括して再委託してはならない。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原

則として、あらかじめ企画書（様式９）において再委託に関する事項（再委託先の住

所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、

再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなけ

ればならない。また、民間事業者は、企画書の提出前に、再委託先が単独又は入札参

加グループで本入札に参加しようとする者でないことを確認するものとする。 

（ウ）民間事業者は、契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託
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に関する事項を明らかにした上で機構の承認を受けなければならない。 

（エ）民間事業者は、上記（イ）及び（ウ）により再委託を行う場合には、民間事業者が

機構に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、前記「（５）

秘密の保持」及び「（６）個人情報の保護」並びに「（７）契約に基づき民間事業者が

講ずべき措置」に規定する事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先

から必要な報告を徴収することとする。 

（オ）上記（イ）から（エ）までに基づき、民間事業者が再委託先の事業者に本業務を実

施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者

の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民

間事業者が責任を負うものとする。 

 

シ．契約変更 

機構及び民間事業者は、実施要項等で機構が提示した条件と異なることとなる場合、そ

の他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、予め変更の理由を

書面により相手方へ提出し、相手方の承諾を得た上で本契約の変更を行うものとする。 

 

ス．契約解除 

機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

（ア）偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

（イ）法第１４条第２項第３号若しくは法第１５条において準用する法第１０条（第１１

号を除く。）の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなく

なったとき 

（ウ）本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができな

いことが明らかになったとき 

（エ）上記（ウ）に掲げる場合のほか、契約において定められた事項について重大な違反

があったとき 

（オ）法律又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたと

き 

（カ）法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 

（キ）民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は契約に違反して、本業務

の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

（ク）暴力団が業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

（ケ）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らか

になったとき 
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セ．契約解除時の取扱い 

（ア）上記スに該当し、本契約を解除した場合には、機構は民間事業者に対し，当該解除

の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる対価を支給する。 

（イ）上記（ア）の場合には、民間事業者は、契約金額の１０５分の１００に相当する金

額の１００分の１０に相当する金額を違約金として機構の指定する期間内に納付しな

ければならない。 

（ウ）機構は、民間事業者が上記（イ）の規定による金額を機構の指定する期日までに支

払わない場合には、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応

じて、年１００分の３．３の割合で計算した金額を延滞金として納付させることがで

きる。 

（エ）機構は、本契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることが

できる。 

 

ソ．業務途中における入札参加グループからの脱退 

代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退す

ることはできない。 

 

タ．業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 

参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、機構の

承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完了させるものとす

る。 

但し、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び

機構の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業を加

えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了させるものとす

る。 

 

チ．談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い 

（ア）民間事業者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、民間事業者は機構の請

求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契

約額）の１００分の１０に相当する額を違約金として機構の指定する期間内に納付し

なければならない。 

ａ．この契約に関し、民間事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、

又は契約相手方が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が民間事業者に対し、同法第７条の２第１項

の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 
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ｂ．当該契約に関し、民間事業者（法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の３又は私的独占の禁止及び独占禁止法第

89条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき 

（イ）上記（ア）の場合において、民間事業者が入札参加グループであり、既に解散して

いるときは、機構は、民間事業者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金

の支払いを請求することができる。この場合においては、落札の代表者であった者及

び構成員であった者は、共同連帯して上記（ア）の違約金を基金に支払わなければな

らない。 

（ウ）民間事業者が上記（ア）の違約金を機構が指定する期間内に支払わないときは、機

構は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基き財

務省が告示する政府契約の支払遅延に対する遅延利息を乗じて計算した遅延損害金を

民間事業者より徴収することができる。 

 

ツ．設備更新の際における民間事業者への措置 

契約期間中に設備が更新される際は、更新機器について民間事業者に通知するとともに、

契約変更を行う場合がある。 

 

テ．業務引継ぎの実施 

業務期間の初日から確実に業務を遂行するため、本実施要項１（１）ウのとおり業務引

継を実施すること。 

 

ト．契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と機構が協議して

決定するものとする。 

 

９．民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合におい

て、その損害の賠償に関し契約により当該民間事業者が負うべき責任（国の行政機関等が

当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

 

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を与えた場合

には、次に定めるところによるものとする。 

（１）機構が当該第三者に対する賠償を行ったときは、機構は当該民間事業者に対し、当

該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由

が存する場合は、機構が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）につい
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て求償することができる。 

（２）当該民間事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき、当該第

三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について機構の責めに帰す

べき理由が存するときは、当該民間事業者は機構に対し、当該第三者に支払った損害

賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することがで

きる。 

 

１０．対象公共サービスに係る法第７条第８項に規定する評価に関する事項 

 

（１）実施状況に関する調査の時期 

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成２８年５月を予定）を踏まえ、本業務の実施状況

については、平成２８年３月３１日時点における状況を調査するものとする。 

 

（２）調査の方法 

機構は、民間事業者が実施した本業務の内容について、その評価が的確に実施されるよ

うに、本要項中に示した報告等を活用するとともに機構による実施状況等の調査を行うも

のとする。 

 

（３）調査項目 

ア．本実施要項１．（２）において本業務の質として設定した項目 

イ．別紙４の内容に本実施要項１．（２）ウ．での提案を反映し確定した業務の履行状況（実

施回数、実現状況等） 

 

（４）実施状況等の提出時期及び評価委員会の意見聴取 

機構は、本業務の実施状況等について平成２８年５月を目途に、内閣総理大臣及び官民

競争入札等監理委員会に提出するものとする。また、機構は本業務の実施状況等を提出す

るに当たり、機構に設置する本業務に関して利害関係を有しない外部有識者を含む評価委

員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 

 

１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他 

 

（１）対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

機構は、法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合に

は、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 

 

（２）機構の監督体制 
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ア．本業務の契約に係る監督は、施設管理担当者及び検査職員が、自ら又は補助者に命じ

て、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。 

イ．本業務の実施状況に係る監督は、上記８．（２）により行うこととする。 

 

（３）民間事業者が負う可能性がある主な責務等 

ア．民間事業者の責務等 

本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

イ．会計検査について 

民間事業者は、本業務の内容が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２２条に

該当する場合又は同法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受託者」

に該当し、会計検査院が必要と認める場合には、同法第２５条及び第２６条により、会

計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は機構を通じて、資料・報告等の提

出を求められたり又は質問を受けたりすることがある。 
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評  価  表 
項

番 

評価項目 主な評価対

象資料 

得点配分 
得点 

大項目 小項目 基礎点 加算点 

1 

必須項目審査 

【実施体制】 

各業務の業務水準が維持される体制であるか。 

（グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の

連携が可能な体制であるか。） 

様式 

１・２・４ 
10 －  

2 
【実施体制】 

各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。 

様式 

４・９ 

3 

【業務に対する認識】 

本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられ

ているか。 

様式４ 

10 －  

4 

【業務に対する認識】 

本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確にな

っているか。 

様式 

３・４ 

5 

【現行基準レベルの質の確保】 

本業務全般及び各業務の提案内容は、機構が要求する水

準を確保するものであるか。 

様式 

５・６・７ 
10 －  

6 統括業務 

本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実

施について具体的な方法、計画が明記されており、それ

らが実施可能な体制が確保されているか。 

様式 

５・６・７ 
－ 0～7  

業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 
様式 

５・６・７ 
－ 0～3  

7 施設維持管理業務 

本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実

施について具体的な方法、計画が明記されており、それ

らが実施可能な体制が確保されているか。 

様式 

５・６・７ 
－ 0～14  

業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 
様式 

５・６・７ 
－ 0～6  

8 環境衛生管理業務 

本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実

施について具体的な方法、計画が明記されており、それ

らが実施可能な体制が確保されているか。 

様式 

５・６・７ 
－ 0～14  

業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 
様式 

５・６・７ 
－ 0～6  

9 植栽管理業務 

本業務の質の向上に関して具体的な提案があり、その実

施について具体的な方法、計画が明記されており、それ

らが実施可能な体制が確保されているか。 

様式 

５・６・７ 
－ 0～7  

業務コスト等の削減のための方策が提案されているか。 
様式 

５・６・７ 
－ 0～3  

10 

緊急時及び非常時

対応についての考

え方・体制 

具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被害を拡大

させないための体制、対策が提案されているか。 
様式８ － 0～4  

業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。 様式８ － 0～3  

緊急時の対策（連絡体制）は明確で効果的なものである

か。 
様式８ － 0～3  

合  計  得  点  30 70  
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従来の実施状況に関する情報の開示 
 
１．従来の実施に要した経費                    （単位：千円） 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
 人件費 常勤職員    

非常勤職員    
物件費    
委託費等 定額部分 37,152 36,129 31,382 

成果報酬等    
旅費その他    

計（ａ） 37,152 36,129 31,382 
 

参考値 
（ｂ） 

減価償却費    
退職給与引当金    
間接部門費    

（ａ）＋（ｂ） 37,152 36,129 31,382 
（注記事項） 

業務毎の内訳は以下のとおり。契約は総価で、委託費の支払いは四半期ごとの前払い。 
１．平成２２・２３年度 
単年度契約。 
総合評価方式による一般競争入札により事業者を決定。 

２．平成２４年度 
複数年度契約（平成２４～２５年度の２年契約）の平成２４年度分１年分。 
総合評価方式による一般競争入札により事業者を決定している。 
 

（単位：千円） 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

施設維持管理業務 23,959 22,762 19,884 
環境衛生管理業務 8,516 7,319 7,316 
植栽管理業務 1,205 1,221 1,172 

消耗品費・修繕費 1,852 3,179 1,690 
一般管理費 1,620 1,648 1,320 
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２．従来の実施に要した人員                     （単位：人） 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
常勤職員 0 0 0 
非常勤職員 0 0 0 
（業務従事者に求められる知識・経験等） 
施設の管理・運営に関する関連法規 （建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビ

ル管法）、電気事業法、労働安全衛生法等）に熟知し、設備（建築・電気・空調等）、防災、

清掃、植栽等の業務に必要な知識と経験が豊富にあること。 
（業務の繁閑の状況とその対応） 
各月での居室利用状況は以下のとおり。 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

4 月 80.8％ 48.8％ 61.1％ 
5 月 83.6％ 51.1％ 61.8％ 
6 月 90.1％ 62.1％ 69.7％ 
7 月 95.0％ 68.6％ 79.7％ 
8 月 84.2％ 66.9％ 74.6％ 
9 月 78.7％ 66.6％ 64.3％ 
10 月 83.8％ 71.4％ 64.7％ 
11 月 85.9％ 72.5％ 69.9％ 
12 月 79.0％ 69.9％ 71.3％ 
1 月 84.6％ 76.3％ 72.9％ 
2 月 86.7％ 82.7％ 77.1％ 
3 月 66.0％ 73.0％ 71.0％ 

  
（注記事項） 
入札の対象である業務の全てを外部委託により実施。 

 
３．従来の実施に要した施設及び設備 
（宿舎で実施した管理・運営業務に係る施設及び設備） 
施設概要及び設備図面（実施要項別紙６－１、６－２）を参照 

（注記事項） 
１．上記の施設及び設備については、 請負業務を行なう範囲において無償貸与 
２．上記以外で請負業務を行なうにあたり必要なものは請負業者が用意する。 
３．上記２．において請負業者が用意する設備は、宿舎施設の他の業務に支障のないもの

に限る。 
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４．従来の実施における目的の達成の程度 
（宿舎で実施した管理・運営業務に係る目的の達成の程度） 
１．本業務の不備に起因する空調停止、停電、断水（平成２２年度～２４年度）の実績 
・実績：０回 
 
２．本業務の不備に起因する宿舎における事業及び執務の中断（平成２２年度～２４年度）

の実績 
・実績：０回 
 
３．本業務の不備に起因した宿舎内での人身事故又は物損事故（平成２２年度～２４年度） 
・実績：０回 
 
４．居住者に対し退去時に実施したアンケートのうち、宿舎に対する満足度の指針として

いる「Would you like to live in Ninomiya/Takezono House again?」（次回利用の希望調査）

の設問について、「of course」（もちろん利用したい）の評価の割合（平成２２年度～２４

年度） 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

満足度 92.6％ 92.4％ 93.4％ 

（回収率） 78.1％ 72.1％ 66.0％ 
  
 
５．従来の実施方法等 
従来の「外国人研究者宿舎管理運営」業務に関する使用状況は次のとおり。 

１．年間入居率 
 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

竹園ハウス 95.1％ 82.3％ 88.3％ 
二の宮ハウス 80.8％ 64.6％ 66.2％ 

全体 83.2％ 67.5％ 69.8％ 
 
２．国籍別の利用件数 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

中国 105 件 109 件 127 件 
日本 52 件 32 件 73 件 
インド 72 件 62 件 64 件 
韓国 72 件 59 件 44 件 



別紙２ 

27 

アメリカ 37 件 28 件 38 件 
その他 52 ヶ国 320 件 55 ヶ国 305 件 51 ヶ国 356 件 

全体 658 件 595 件 702 件 
 
３．機関別の利用件数 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

物質材料研究機構 409 件 361 件 414 件 
筑波大学 60 件 44 件 73 件 

国立環境研究所 32 件 52 件 65 件 
産業技術総合研究所 66 件 54 件 62 件 
科学技術振興機構 0 件 0 件 19 件 

その他 17 機関 91 件 21 機関 84 件 21 機関 69 件 

全体 658 件 595 件 702 件 
 
４．交流事業の開催件数 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
イブニングフォーラム等 9 回 10 回 8 回 

文化教室等 12 回 14 回 13 回 
日本語教室 4 期 96 回 4 期 78 回 4 期 121 回 

 
５．共用部施設の利用状況 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 
集会室 169 回 

（694 時間） 
 138 回 

（512 時間） 
 248 回 

（831 時間） 
交流サロン 157 回 

（499 時間） 
129 回 

（365 時間） 
194 回 

（479 時間） 
セミナー室１・２ 111 回 

（192 時間） 
13 回 

（44 時間） 
8 回 

（21 時間） 
打合せ室１・２ 107 回 

（224 時間） 
36 回 

（113 時間） 
89 回 

（195 時間） 
バーベキューコーナー 66 回 

（269 時間） 
41 回 

（170 時間） 
54 回 

（236 時間） 
  
○実施体制等 

対象業務については、全て外部事業者に委託しているため、機構では直接実施していな
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い。 監督部署である機構国際科学技術部の組織図は次のとおり。 
 
（施設管理責任者）－（施設管理担当者及び検査職員）－（施設管理監督職員） 
国際科学技術部長－国際科学技術部 調査役－国際科学技術部 主査 
  
 



別紙３ 

29 

退去時アンケート 
 
注１：居住者に対し退去時に実施するアンケートから本業務に関する設問を抜粋 
 
●About Common space (Entrance, Common room, Corridor, Facilities, etc.) 
 
・How satisfied are you that the accommodation buildings and facilities were properly 

maintained? 
 

□Very satisfied □Satisfied □Dissatisfied □Very dissatisfied 
 
・How satisfied are you that the common areas were cleaned often and well enough? 
 

□Very satisfied □Satisfied □Dissatisfied □Very dissatisfied 
 



別紙４ 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人研究者宿舎管理運営業務 

 

仕  様  書 
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Ⅰ．業務の目的 

独立行政法人科学技術振興機構（以下、「機構」という。）外国人研究者宿舎「二の宮

ハウス」「竹園ハウス」（以下、「宿舎」という。）の良好な管理運営を実施するとともに、

主につくば地区の公的研究機関等で研究活動を行う宿舎利用の外国人研究者及びその家

族（以下、「居住者」という。）の生活を支援し、併せて宿舎内外の研究者等との国際交

流の場を提供することにより、科学技術交流に資することを目的とする。 

 

Ⅱ．業務成果の目標 

１．施設・設備の機能・安全性維持 

２．外国人研究者が研究活動に専念できる安全・快適な居住環境の提供 

３．低廉かつ良質なサービスの提供 

４．居住者の退去時アンケート満足度８０％以上の達成 

 

Ⅲ．対象施設の概要 

１．「二の宮ハウス」 

（１）所在地  ：つくば市二の宮１－６－２ 

（２）敷地面積 ：6,569㎡ 

（３）主用途  ：宿泊施設（1LK 104 室、1LDK 80 室、駐車場 148台） 

（４）延床面積 ：18,298㎡ 

（５）規模構造 ：地下 1階地上 9階 SRC造（一部 RC造） 

（６）竣工日  ：平成 13年 3月 

２．「竹園ハウス」 

（１）所在地  ：つくば市竹園２－２０－４ 

（２）敷地面積 ：1,500㎡ 

（３）主用途  ：宿泊施設（1 人用 1LDK 24室、2人用 1LDK 6室、家族用 2LDK 6室、

駐車場 14台） 

（４）延床面積 ：2,599㎡ 

（５）規模構造 ：地上 7階 RC造 

（６）竣工日  ：平成 3年 3月 

 

Ⅳ．契約期間 

契約期間は、平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日とする。 
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Ⅴ．業務委託契約の内容 

１．本仕様書に記載している事項。 

２．今回の業務委託は、単に宿舎管理業務を委託するものではなく、受託者の創意工夫

やノウハウをもって居住者の退去時アンケート満足度８０％以上を目指すものであ

る。 

 

Ⅵ．特記事項 

１．業務の見直し 

受託者は、業務内容を必要に応じ見直し、文書にて機構に提案すること。 

２．モニタリング 

機構は、契約期間中の受託者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を確

保するためにモニタリングを行うことがある。モニタリングの結果、管理規則又は事

業計画書に記載された事項等が達成されていない場合には、機構は改善措置を講ずる

等の指導を行う。さらに必要な場合は、委託の中断を行うこともある。  

３．業務完了報告書 

受託者は、会計年度が終了したとき（毎年３月末）及び受託業務が完了したときは

業務完了報告書を作成し、終了及び完了の日から３０日を経過した日又は翌会計年度

の４月１０日のいずれか早い日までに機構に提出しなければならない。書類の提出を

受け、機構は支出内容の検査を行う。この検査により、返金を求めることがある。 

４．保険等 

火災保険、施設所有賠償責任保険等に関しては、機構が契約・支払を行う。 

５．現地見学会の実施 

現地見学会を平成２５年１２月中旬頃（詳細日時は調整中）に開催するので、希望

者はその１週間前までに機構国際科学技術部（電話：０３－５２１４－７３７５）ま

で問い合わせのこと。 

 

Ⅶ．業務内容 

１．一般事項 

（１）一般事項 

①本仕様書は、独立行政法人科学技術振興機構外国人研究者宿舎「二の宮ハウス」

「竹園ハウス」管理とその実施方法の大要を示すものである。したがって、受託

者は性質上当然行うべきもの及び軽微な部分で自然付帯的な管理運営業務につい

ては、契約の範囲内で実施すること。 

②受託者は、居住者及び来館者に対するサービスを第一とし、機構及び生活サポー

ト業務担当と密接に連携し、宿舎における全ての業務が円滑に遂行されるよう、

最大限の努力をすること。 
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③受託者は善良なる管理者の注意をもって、自主的かつ積極的に管理業務を実施す

ること。 

④受託者は関係諸法令及び保安関係規則等を遵守すること。 

⑤受託者は、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。 

⑥受託者が行う業務について、機構は立ち会い、モニタリング、記録・報告書の検

証等によって確認を行う。 

（２）受託者の責任 

①受託者は、施設に、又は施設内で居住者及び来館者等に被害があった場合には迅

速かつ適切な対応を行い、遅滞なく機構に報告を行わなくてはならない。 

②受託者は、事業継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合には、遅滞な

く機構に報告を行わなくてはならない。 

③受託者は、故意または重大な過失により、施設及び備品等に損失を与えた場合は、

その損害を賠償しなければならない。 

（３）費用分担 

①機構が負担する経費 

・作業に必要な電気・水道及びガス料金。 

・業務上電話料金。 

・業務上必要な部屋、事務机等及び内線電話機は無償貸与とする。 

②受託者が負担する経費 

・事務用消耗品、制服、靴、帽子等。 

・保守点検及び軽微な修繕に必要な工具、部品及び簡単な測定器具。 

・点検に必要な薬品・器具類、備品類（寝具類、作業着、保守項目交換部品を含む）、

消耗品及び必要な検査の申込み費用。 

（４）消耗品・修繕等にかかる経費について 

①建物・設備・備品等にかかる修繕（装置本体・部品交換を含む）については、機

構と協議の上、１件２０万円未満（税込）のものを委託費にて執行できるものと

する。 

②建物・設備・備品等にかかる消耗品は、原則として宿舎における在庫や備蓄等か

らの払出しを優先するが、必要により機構と協議の上、委託費にて執行できるも

のとする。 

③１件が２０万円以上（税込）の場合であっても、居住者及び来館者の安全・利便

確保の観点等から至急の対応が必要と見込まれる場合には、機構の了承を経て、

委託費にて執行できるものとする。 

④当該経費は実費精算するものとし、入札書の作成においては３００万円（税込）

を仮置きし積算に含めることとする。 

（５）業務管理体制 
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①業務責任者等 

ア）統括業務を担う業務責任者を定め、別に定める期限までに文書にて機構に提

出する。（Ⅶ．３．（１）参照） 

イ）受託者において消防法および消防法施行令に基づく防火管理者を置くこと。 

ウ）法令の規定により資格が必要な作業は、有資格者がその取り扱いを行うこと。 

②要員 

業務責任者の他、本仕様書に定められた業務を遂行するために、必要な人員を

確保して業務を行う。 

③緊急時の対応 

ア）災害時及び障害時には速やかに対応する。そのための複数ルートの緊急連絡

網を関係機関と調整の上まとめて、文書にて機構に提出する。 

イ）災害及び障害が発生した場合は、速やかに関係機関へ連絡し、的確な対応を

行う。 

④帳簿書類等の保存 

受託者は、出納に関する帳簿書類等は受託業務が完了したときから５年間、測

定・検査、点検・整備等に関する帳簿書類等は受託業務が完了したときから１０

年間、一定の場所に保存すること。 

⑤質疑 

受託者は、業務を遂行するに際して管理運営上の疑問が生じた場合は、機構に

質問しその指示を受けること。 

 

２．業務内容（※各業務内容は詳細仕様書も参照のこと。） 

業務実施場所である宿舎事務所又は各施設内で、下記の方法にて業務実施する。 

 

（１）統括業務 

①業務責任者として、委託された全業務を統括し、全従業員の管理及び指導監督を

行うと同時に、委託された全業務の窓口となり、機構及び生活サポート業務担当

と密接に連携し、円滑で効果的・効率的な業務運営にあたる。 

②業務担当から提出された管理実施計画を確認・精査し、全体の管理実施計画を立

案・作成する 
③貸与された施設等及び物品等の統括管理 

④その他管理業務によって生ずる全ての事務処理 

（２）施設維持管理業務 

①宿舎の設備・備品について、必要に応じ簡易な補修は受託者側で実施することと

し、簡易補修が出来ない場合又は機械等の不具合発生の場合は、業者に電話等で

修理を実施する。 
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②居住者間の交流促進のために準備された「二の宮ハウス」内の共用室（交流サロ

ン、和室、集会室、セミナー室、スポーツジム、プレイルーム室等）及び他の無

料共用室の利用につき、施設及び設備、備品について随時必要な点検及び保守管

理を行う。 

③居住者の安全かつ快適な生活を可能とするために、また各施設・設備及びその他

の共用施設が円滑に稼働するように、日常・定期的に外観・機能を点検・検査・

監視を行い、法令を遵守した点検・検査・監視を行う。付帯設備機器の異常及び

故障が生じた場合、簡易な補修（１件２０万円未満（税込））は委託費にて実施す

ることとし、自ら行えない場合には迅速に各業者に連絡して修理を実施する。 

④各種設備の定期点検の概要は以下のとおりであり必ず実施すること。 

ア）エレベーター設備：設備保守・点検（エレベーター装置機器類の点検・遠隔

監視システムによる運転監視）年１２回、設備性能検査（建築基準法による点

検及び報告書の作成、提出）年１回（※「竹園ハウス」はフルメンテナンス。） 

イ）空調設備：共用部分設置各空調設備機器の点検及びフィルター洗浄年１回 

ウ）防災設備：防災受信盤、感知器、消火設備の外観・機能点検及び総合点検年

２回 

エ）中央監視装置：自動制御機器点検（中央監視装置、中継機等の機能点検及び

稼働状況の確認）年１回、巡回点検（中央監視装置、防災受信盤、エレベータ

ー管制装置の作動状況点検）年１２回 

オ）ディスポーザー設備：処理槽点検（排水処理装置維持管理の点検及びベルト

等消耗品の交換）年１２回、処理槽清掃（槽内清掃及び汚泥引き抜き）年１回、

処理槽水質検査（下水道への放流水分析）年２回 

カ）自動ドア設備：稼働状況確認、機器保守点検・調整（サッシ部、懸架部、動

力作動部、制御装置、センサー部、電気回路、電気錠作動）年３回 

 （※自動ドアの設置は「二の宮ハウス」のみ） 

キ）以下の業務については、従事できるものを把握し、無資格者を就業させない 

とともに、受託者自らが行わず外注する場合についても、その業務にかかる免

許証等を業務前に確認した上、作業時には必ず携帯させる。 

ⅰ．作業主任者を必要とする業務(安全衛生法第 14条) 

ⅱ．免許、技能講習修了等就業制限にかかる業務(安全衛生法第 61条) 

ⅲ．特別教育を義務付けられている業務(安全衛生法第 59条) 

ⅳ．消防法、その他の法令 

ク）整備報告書（完成報告書）には具体的な整備内容を記し、必ず写真を添付す 

ること。また、使用した部品・部材及び発生した部材・残材の写真もあわせて

記録すること。宿舎施設は、外国人研究者及びその家族が日常生活をする施設

であり、周囲には一般の住宅があるので、作業実施中の安全衛生管理には特に
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留意することとし、労働基準法、労働安全衛生法、その他法令・規則を厳守し

業務を実施する。 

（３）環境衛生管理業務 

①施設内共用部の日常清掃を実施する。各部最適な清掃方法を適用し、環境の清潔・ 

美化を維持する。 

（４）植栽管理業務 

①施設の植栽について、年間作業計画を策定し、効率的に作業を行うものとする。 

 （５）その他の管理業務 

①施設及び敷地内の秩序及び規則を維持し、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害

の発生を警戒・防止することにより、居住者及び来館者、受託者の安全かつ円滑

な生活・執務環境の確保や保全を図るとともに、安全を守ることを目指し、誠意

をもって行うこと。 

②法令に則り防火管理業務の一環として、年２回宿舎内各所に配置された防火設備、

誘導灯、警報装置の定期保守点検、避難経路の確保点検を実施する他、年１回管

轄消防署の協力を得るなど、生活サポート業務担当と密接に連携し、居住者及び

来館者を対象に通報・消防・避難訓練等を行うこと。 

③「外国人宿舎に係わる非常時連絡網」を作成し非常事態に備える。非常事態発生

時には、連絡網に基づいて連絡体制を敷き、生活サポート業務担当と密接に連携

し対応すること。 

④遠隔監視会社及び警備会社等と協力して非常時に備える。さらに「二の宮ハウス」

の２４時間中央監視室には設備運転監視員を配置し、機械の監視並びに非常時対

応を行う。「竹園ハウス」は、土日祝祭日の全日及び夜間（１７：３０～８：３０）

は警備会社による機械監視を実施する。警備会社と設備運転監視員が連携して非

常時には適切な対応を行う等、体制を整え居住者及び来館者の安全を最大限に確

保すること。 

⑤用水・電力・ガスの使用は必要最小限にとどめること。施設の共用部のみならず、

宿舎全体での節水・節電・省エネルギーに努めること。特に電力使用については、

東京電力管内の電力不足等が懸念されることから、管理運営業務に支障を来すこ

とのない範囲において、年間を通じた節電対策を実施すること。 

⑥機構が施設に対し計画・実施する建物・設備修繕、機器交換、備品購入等におい

て、（ア）仕様を策定するために必要な現場の状況調査・報告、（イ）周辺事業者

からの参考見積書の徴取、（ウ）請負者確定後の実施のための現地調整、を行うこ

と。 

 

３．提出書類 

（１）提出書類について 
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①業務計画書（２部、要承認） 

受託者は、契約期間中の管理業務計画（経費計画を含む）を平成２６年３月１０

日までに提出し、機構の了承を得ること。 

②従事者名簿（２部、要承認） 

受託者は、管理業務に従事する者について名簿を、平成２６年３月１０日までに

提出し、機構の了承を得ること。また契約期間中に交替等が発生する場合も同様

とする。 

③外国人宿舎に係わる非常時連絡網（２部、要承認） 

受託者は、外国人宿舎に係わる非常時連絡網を、平成２６年３月１０日までに提

出し、機構の了承を得ること。また契約期間中に交替等が発生する場合も同様と

する。 

④月次報告書 

受託者は、実施した管理業務及び経理業務等を記載した報告書を翌月２０日まで

に提出すること。 

⑤随時報告書 

緊急時対応など重要な事項、居住者及び来館者への周知事項等が発生した場合は、

速やかに報告書を提出すること。（軽微なものを除く） 

⑥業務完了報告書 

受託者は、会計年度が終了したとき（毎年３月末）及び受託業務が完了したとき

は業務完了報告書を作成し、終了及び完了の日から３０日を経過した日又は翌会

計年度の４月１０日のいずれか早い日までに機構に提出しなければならない。 

⑥その他機構が必要と認めたもの 

（２）業務計画書・報告書の提出先及び請求書の送付先 

〒102-0076 東京都千代田区五番町７番地 

独立行政法人科学技術振興機構 国際科学技術部 

 

Ⅷ. その他 

（１）受託者は、業務を遂行するに当たり、本仕様書に疑義等が生じた時は、建築保全

業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・平成２０年版）による他、

機構と協議の上実施するものとする。 

（２）この仕様書は、設備管理業務の大要を示すものであるから、定めのない事項であ

っても、管理担当者が施設の保守運営上、必要と認めた作業及び軽微な修理等は、

機構の指示に従って実施するものとする。 
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■１ 統括業務 
 
１．目的 

委託された全業務を統括し、全従業員の管理及び指導監督を行うと同時に、委託された

全業務の窓口となり、機構及び生活サポート業務担当と密接に連携し、円滑で効果的・効

率的な業務運営にあたる。 

 

２．勤務 

（１）要員  １名 ※他の業務責任者と兼務可 

（２）勤務時間 

・原則として平日（月～金曜日） ８：３０～１７：３０ 

・生活サポート業務担当が実施する交流事業等の催しが時間外に予定される場合や、

緊急事態が発生した場合は、業務の必要に応じて変更するものとする。以下、他業

務についても同様とする。 

 
３．業務内容 

（１）業務及び全従業員の管理及び統括業務 

（２）業務担当から提出された管理実施計画を確認し、全体の管理実施計画を立案・作成

する業務 
（３）作業日程及び作業方法について、業務が円滑に進むよう生活サポート業務担当等と

密接に連携・調整を図り、効果的・効率的に実施する業務 

（４）管理実施計画書・作業計画書・業務日誌・各種報告書等の確認・とりまとめを行い、

機構に報告・提出する業務 

（５）貸与された施設等及び物品等の統括管理 

（６）その他管理業務によって生ずる全ての事務処理 

 
４．法定資格者の選任（解任） 
 建物管理に必要な法定資格者を推薦の上、選任（解任）し、所轄官庁に届け出る。 
（１）電気主任技術者 
 
５．服務心得 
（１）勤務する者は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、勤務者相互

間の協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を
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生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任をもって管理をする。 
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■２ 設備維持管理業務 

 
１．目的 
 施設に設置された各種設備機器類の安全な運転操作と適切な保守点検整備を行い、設備

機器の機能を常に最良の状態に保ち、施設の円滑な運営と安全及び環境衛生の確保をする

ものである。また、施設運営に係わる電気・水道・ガス等の使用量の分析を行い経済的な

設備機器類の運転計画の策定並びに運転・点検等の記録に関する分析及び検討を行う事に

より、異常の発見もしくは異常の発生に対する予知兆候を早期に発見し、適切なる処置を

行い、設備の保全及び事故・災害の未然防止を図るものである。 
 また、機構及び生活サポート業務担当と密接に連携し、施設内に設置された設備機器の

適切な使用方法手順、防犯・防災システムに関する説明書等の作成業務を行うなど、居住

者の利便性を図ることとする。 
 
２．業務の種類 
（１）設備日常運転監視業務 
（２）設備遠隔運転監視業務 
（３）設備定期保守業務 
 
３．業務計画書及び報告書の作成 
 業務履行に当たり、年間の業務計画を立て、効率的な業務の実施並びに適確、適正な報

告書を作成または意見、提案等を行う。 
 
４．関係法令の遵守 
 設備管理業務を実施する上での関係法令を遵守し、その業務に当たるものとする。 
（１）電気設備 
ａ）電気事業法、保安規定 
ｂ）電気通信事業法 
ｃ）労働安全衛生規則 

（２）消防設備 
ａ）消防法 

（３）昇降機設備 
ａ）建築基準法 

（４）自動ドア設備 
ａ）建築基準法 

（５）給排水設備 
ａ）水道法 
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ｂ）下水道法 
ｃ）水質汚濁防止法 
ｄ）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

 
５．官公庁検査及び改修工事等の立会い（機構職員の要請を受けた場合とする） 
（１）管理対象設備に関する官公庁立入り検査時の立会い 
（２）機構職員の依頼による関係官公庁への諸届出必要書類の作成及び提出 
（３）内装工事・改修工事において工事内容の事前確認及び工事実施時立会い 
 
６．服務心得 
（１）勤務する者は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、勤務者相互

間の協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任をもって管理をする。 
 
■２－１ 設備日常運転監視業務 
 
１．勤務体制及び勤務時間 
（１）二の宮ハウス   ３６５日２４時間対応勤務 
（２）竹園ハウス    随時巡回勤務 
 
２．技能水準 
（１）設備管理業務責任者：各設備の点検整備業務について、高度な技術力、判断力、並

びに作業の指導等の総合的な技能を有しており、管理上の問

題に関する改善及び管理費低減対策等について助言、提言で

きる能力を有している者。 
（２）夜間管理業務担当者：施設巡回を含む管理業務を基本とする。また各設備の異常発

生時には、簡単な応急処置を施し、関係者に連絡を図る。必

要に応じて機構にも連絡する。 
 
２．業務内容 
（１）管理業務 
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ａ）管理実施計画の立案・作成 
管理業務を系統的、かつ効率的に実施する為に、年度毎に管理実施計画を立案・作

成をする。 
ア．日常点検業務計画書 
イ．環境衛生管理業務計画書 
ウ．点検・作業・測定等の報告書の作成 

ｂ）官公庁立入調査及び諸届出に関する業務（機構の要請を受けた場合とする） 
官公庁検査等の立入り調査時において立会いを行い、機構に報告する。 

ア．管理対象設備に関わる官公庁立入り調査時の立会い 
イ．建物管理上必要な諸届出書類の作成及び提出の代行 

ｃ）長期修繕計画業務 
大規模改修あるいは次年度工事申請に必要な建物・設備診断等を実施し、計画の立

案を行う。 
ア．建物・設備の劣化診断等 
イ．診断結果に基づく改修・修繕等の計画の立案を補助します。 

ｄ）内装工事・改修繕工事に関わる業務 
ア．工事内容の事前確認 
イ．工事実施時の立会い 

ｅ）防災業務 
ア．消防計画の作成・変更及び届出業務の支援 
イ．消防計画に基づく防災業務の支援 

防災監視盤より火災等の表示を察知し、若しくは火災発生の通報を受け、または、

火災等を発見した時の業務支援 
①緊急機関に対する通報連絡 
②初期消火の支援 
③避難誘導放送の支援 
④在館者の避難誘導の支援 

ウ．自衛消防組織への参画及び消防訓練への参画 
エ．自衛消防隊講習等の消防隊業務に必要な講習の受講 

ｆ）緊急事態発生時の対応 
事故・災害発生時においては、機構ならびに総括管理業務担当者に速やかに連絡の

上、その指示に従い被害の拡大防止に努める。また、風水害等に対し、事前に予防処

置が可能な場合は、適切な設備運転等の処置をとるものとする。 
ｇ）その他管理業務及び調整業務 

ア．共用施設における各種イベント実施時には全面的に設営等の支援を行う。 
イ．関係図面・図書・帳票類の整備並びに保管 
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ウ．業務遂行上貸与された鍵の保管管理 
エ．管理用記録書類の整備並びに保管 
オ．各種メーターの有効期限の管理 
カ．拾得物の管理 

（２）日常運転管理業務 
 各設備機器の運転に当たっては、常に最良の状態とするように運転をし、かつ建物の使

用状況及び気象条件に即した効率の良い運転管理を行う。 
ａ）設備機器類の運転操作及び監視業務 
ア．電気設備（受配電設備・負荷設備）関係の運転操作及び監視 
イ．空気調和設備関係の運転操作及び監視並びに空調状態の確認 
ウ．給排水設備関係の運転操作及び監視 
エ．消防設備関係の機能管理 
オ．防犯設備（防犯カメラ設備・駐車場管制設備・入退室管理設備）関係の機能管理 

ｂ）警報発生時の対応 
ア．電気警報・空調警報・給排水警報・消防警報等の現場確認及び適切な処置 
イ．空気調和設備関係の運転操作及び監視並びに空調状態の確認 
ウ．給排水設備関係の運転操作及び監視 
エ．消防設備関係の機能管理 
オ．防犯設備（防犯カメラ設備・駐車場管制設備・入退室管理設備）関係の機能管理 

ｃ）運転記録管理 
ア．設備の運転・停止、故障並びに警報等の状態の記録及び計測値記録等の確認 

ｄ）最適運転管理 
ア．各種自動制御装置操作による運転管理 

ｅ）電力管理 
ア．各種電力監視・制御装置の操作による運転管理 

ｆ）緊急事態管理 
ア．火災発生時の空調設備の停止、昇降機設備の停止状態等の設備機器運転状態の確

認 
イ．地震または落雷に因る停電時の各種設備機器類の運転状態の確認及び復旧時の点

検確認後の運転再開操作 
ウ．風水害による地下階への雨水浸水の予防処置（止水版・土嚢） 

ｇ）関連システムとの接続管理 
ア．空調・照明・防災・防犯及び課金システムとのデータ授受に係わる管理 

（３）日常点検業務 
 日常点検による各種設備機器類の異常の有無を早期に発見し、適切な処置を行う。 
ａ）巡視点検 
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ア．巡回点検による機器の外観、運転状態等の異常の有無の確認 
イ．各種機器類の表示数値の確認及び記録 

ｂ）定期点検 
ア．目視点検により機器の外観、運転状態等の異常の有無の確認 
イ．工具または計測器を用いて機器の良否の確認及び記録 
ウ．各種設備機器類の試運転を行い、運転状態等の異常の有無の確認 

ｃ）応急処置及び小修理業務 
ア．応急処置 

    設備機器等に故障あるいは異常を発見した場合は、その波及被害を防止する為必

要な工具類または部品を用いて適切に処理する。 
    また、機構に報告を行い、原状回復に対する措置方法を提案する。 

イ．小修理業務 
    設備機器等の軽微な補修及び消耗品若しくは部品の交換は、常駐設備管理業務員

が常備している工具類を用い、かつ日常業務に支障を来さない時間内で実施できる

程度とする。 
ｄ）日常点検業務の作業内容 
ア．対象設備・点検内容・周期は、別紙「日常点検作業仕様書」による。 
イ．「竹園ハウス」の日常点検業務は、「二の宮ハウス」に準じる。 
ウ．感電事故、転落事故等に充分注意した用具類等を用い、作業を実施する。 
エ．電気室及び機械室等の危険箇所は、関係者以外が絶対に立入らないよう必ず施錠

確認を行う。 
（４）施設及び敷地内の定時巡回監視による不審者の発見及び不法侵入阻止、不審車両の

点検等、その他警備業務。 
（５）業務日誌及び巡回報告の作成 
（６）その他設備の保全管理上所要業務 
 
■２－２ 設備遠隔運転監視業務 
 
１．目的 
 施設に設置された各種設備機器類の稼働は、滞在する研究者が常に快適、安全な環境を

維持できるように運転及び監視する事が必要である。一般事務所ビルとは違い、終日適切

な施設環境を維持する為に、日常運転監視業務担当者が、不在時においても設備管理を行

う事を目的として、遠隔運転監視システムを導入するものとする。 
 ただ単に中央監視装置よりの警報に対応して、緊急対応サービス要員が来館し、異常箇

所の探索を行い、その後応急処置するシステムでは、万全なシステムでは無い為、中央監

視装置に組み込まれている全ての監視点を遠隔運転監視システムに接続することとする。 
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 これにより、緊急時における対応が、より速やかに、かつ適切な処置が可能となり、被

害の発生も最小限に押さえられるものである。また、各設備の運転開始または停止が、時

間帯に関係なく操作ができ、省エネルギーにも寄与するものである。 
 
２．緊急体制確立要件 
（１）遠隔運転監視センターは、２４時間監視体制をとるものとする。 
（２）緊急対応センターは、当施設より半径２０ｋｍ以内に設営し、速やかに要員を派遣

できる管理体制をとるものとする。 
（３）遠隔運転監視システムを既に導入し、かつ運用実績が茨城県内にあるものとする。 
 
３．業務内容 
（１）遠隔運転監視業務 
ａ）設備機器類の運転状態の監視 
ｂ）異常警報または故障警報受信時の施設常駐運転監視室への通報 
ｃ）異常警報はたは故障警報受信時の緊急対応センターへの通報並びに警報内容状況に

よる施設への出動指示 
（２）遠隔運転管理業務 

ａ）必要に応じた設備機器類の運転開始または停止の操作 
ｂ）必要に応じた設備機器運設定値またはスケジュールの変更 
ｃ）計測・計量数値のデータ分析による適切な設備運転方法及び設備保全対策の提言 

（３）緊急対応業務 
ａ）異常警報たまは故障警報時における緊急対応センター要員による復旧または適切な

応急処置 
ｂ）火災、地震、風水害等の非常事態に対しては、積極的な支援を行い、被害の拡大防

止に努める。 
（４）巡回点検業務 
ａ）対象設備全般について月１回の点検を行い、遠隔運転管理業務の集積データとの検

証を行い、機器の性能維持に努める。 
ｂ）不具合または異常箇所を発見した場合は、担当職員に報告するとともに、必要に応

じ応急処置をする。 
ｃ）施設常駐日常運転監視要員との業務連携の確認を行い、緊急時における迅速、的確

な体制が取れるようにする。 
ｄ）施設常駐日常運転監視要員による日常点検作業項目内、夜間の点検に危険等の伴う

項目について作業を昼間に実施する。 
（５）その他設備の保全管理上所要業務 
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４．服務心得 
（１）派遣される緊急対応要員は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、

常駐勤務者相互間と協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任をもって管理をする。 
 
■２－３ 設備定期保守業務 
 
１．目的 
 施設に設置された各種設備機器類の性能及び機能の維持を図る為に、定期的に保守・点

検業務を実施する。この様な業務は、法律によって定められたものもあり、それにより施

設の環境及び安全の確保ができるものである。また、性能・機能の低下を防止することに

より、経済効率の良い運転状態が維持され、省資源・省エネルギーにも寄与できるもので

ある。 
 
２．対象設備 
（１）別紙「施設概要」に指定された設備機器類を対象とする。 
 
３．業務実施概要 
（１）作業計画書の作成及び提出 

ａ）実施日 
ｂ）実施体制 
ｃ）実施行程 

（２）作業環境の整備 
ａ）保守・点検業務に従事する者は、技術的に優秀であり、信用と経験を有する者とす

る。 
ｂ）作業場所及び作業内容により、危険な場所に必要な安全措置を講じ、また必要な防

護用具類を用いる。 
ｃ）作業を実施する場合及びその周辺に、第三者が存在する場合、もしくは立ち入る恐

れがある場合は、担当職員に報告の上、必要な措置を講じ、事故の発生を防止する。 
（３）作業に際し、不具合箇所もしくは異常箇所等を発見した場合は、機構に報告をし、

必要な応急処置をする。 
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（４）作業終了後は、速やかに作業完了届け及び保守・点検結果報告書を２部作成し、機

構に提出する。また、必要に応じ作業内容を撮影した写真等を提出する。 
 
４．業務内容 
（１）受変電設備 
ａ）実施回数 

ア．年１回 
ｂ）関連法令 
ア．電気事業法による自家用電気工作物の維持及び運用についての保安規定 
イ．電気通信事業法 
ウ．労働安全衛生規則 

ｃ）仕様 
ア．設備機器の外観・機能点検及び総合動作試験 
イ．付属計器類の設定値・警報接点動作試験 
ウ．保護継電気の動作試験 

（２）エレベーター設備 
ａ）実施回数 
ア．年１２回の自主点検 
イ．年１回の法定点検 

ｂ）関連法令 
ア．建築基準法及びこの規律に基づく茨城県建築基準条例、茨城県建築基準法等

施行細則  
イ．昇降機の維持及び運行の管理に関する指針（平成５年６月３０日 住防発第１７

号） 
ｃ）仕様 
ア．機械室及び本体機器類の点検（消耗品の交換は除く） 
イ．安全装置の機能検査 

 ｄ）その他 
  ア．竹園ハウスは、フルメンテナンスとする 
（３）自動ドア設備 （※「二の宮ハウス」のみ設置。） 

ａ）実施回数 
ア．年３回の自主点検 

ｂ）関連法令 
ア．建築基準法 

ｃ）仕様 
ア．稼働状況確認 
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イ．本体機器類の点検・調整（サッシ部、懸架部、動力作動部、制御装置、センサー

部、電気回路、電気錠作動） 
（４）ＧＨＰ式空調設備（共用部） （※「二の宮ハウス」のみ設置。） 
ａ）実施回数 
ア．年１回 

ｂ）関連法令 
ア．高圧ガス保安法 
イ．冷凍保安規則 
ウ．冷凍保安基準 

ｃ）仕様 
ア．エンジン・コンプレッサー部機器本体及び附属機器の点検 
イ．フィルターの洗浄（交換は除く） 

（５）ＴＥＳ式空調設備（共用部） （※「二の宮ハウス」のみ設置。） 
ａ）実施回数 
ア．年１回 

ｂ）関連法令 
ア．自主点検 

ｃ）仕様 
ア．熱源機の外観及び内部の点検 
イ．関連附属機器の点検及び調整 
ウ．フィルターの洗浄（交換は除く） 

（６）防災設備 
ａ）実施回数 
ア．年２回 
①上期の外観・機能点検 
②下期の外観・機能及び総合点検 

ｂ）関連法令 
ア．消防法 
イ．消防法施行規則 
ウ．消防法施行令及び告示等 

ｃ）仕様 
ア．自動火災報知設備 
イ．非常放送設備 
ウ．泡消火設備 
エ．屋内消火栓設備 
オ．連結送水管設備 
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カ．防排煙設備 
キ．誘導灯設備 
ク．消火器設備 

（７）中央監視装置及び自動制御装置 （※「二の宮ハウス」のみ設置。） 
ａ）実施回数 
ア．年１回 
①本体機器点検整備・調整（隔年で本体機器及びローカル機器点検を実施する） 
②翌年にローカル機器点検整備・調整を実施する。 

ｂ）関連法令 
ア．自主点検 

ｃ）仕様 
ア．中央監視装置系統の機能点検 
イ．空調機制御系統の機能点検 
ウ．各装置の清掃 

（８）簡易水道設備 
ａ）実施回数 

ア．年２回の水質検査 
イ．年１回のポンプ類点検 
ウ．年１回の受水槽の清掃・点検 
エ．年１回の簡易専用水道検査 

ｂ）関連法令 
ア．水道法及び同法施行規則 
イ．水質基準に関する省令 
ウ．建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則 

ｃ）仕様 
ア．水質検査は、法令に基づく検査項目・水質基準を適用する。 
イ．加圧給水ポンプの点検 
ウ．受水槽の清掃及び点検 
エ．高置水槽の清掃及び点検 ※竹園ハウスのみ 
オ．水質検査は、法令に基づく検査項目・水質基準を適用する。 

（９）ディスポーザー処理設備 
ａ）実施回数 
ア．年１２回の処理槽点検 
イ．年１回の処理槽清掃 
ウ．年２回の処理槽水質検査（下水道への放流水分析） 

ｂ）関連法令 
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ア．建築基準法及びこの規律に基づく地方条例 
ア．水道法及び同法施行規則 
イ．建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則 

ｃ）仕様 
ア．排水処理装置維持管理の点検及びベルト等消耗品の交換 
イ．槽内清掃及び汚泥引き抜き 
ウ．下水道への放流水分析 

（１０）その他設備の保全管理上所要業務 
 
５．服務心得 
（１）作業に従事する者は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、常駐

勤務者相互間協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないよう常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任をもって管理をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
１．電気設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

電気室 高圧電気室 

＊扉の施錠、表示を点検 

＊空調、換気の点検 

＊室温測定 

１回/日 

＊床面・天井等の結露・漏水等点検 

＊室内整理整頓、清掃 
１回/月 

＊電気保護具の保管位置・外観・有効期限を

点検 
１回/年 

高圧受変電

設備 

高圧配電盤 

及び 

低圧配電盤 

＊異音・異臭・振動・表示等の異常の有無を

点検 
１回/日 

＊汚損・発錆・扉の変形、ロック不良等の異

常の有無を点検 

＊盤内機器等の過熱・変色・錆・破損等の異

常の有無を点検 

＊計器指示値の確認、記録 

１回/月 

動力盤 

動力盤 

動力制御盤 

ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ盤 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊内部への雨水の侵入、結露等の有無を点検 

＊過熱・振動等の有無を点検 

＊電源パイロットランプのある箇所は、点灯

を確認 

１回/月 

分電盤 
一般電灯分電盤 

OAコンセント盤 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊内部への雨水の侵入、結露等の有無を点検 

＊過熱・振動等の有無を点検 

＊電源パイロットランプのある箇所は、点灯

を確認 

１回/月 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
１．電気設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

電気設備 

避雷設備 ＊碍子、支持金具取付状態の点検 随時 

インターホン設

備 

＊インターホン使用時に、外観・通話状態等

の異常の有無を点検 

＊カメラ付ドアホンは、映像状態を確認 

随時 

電話設備 

＊電話機の通話状態等の異常の有無を確認 随時 

＊電話交換機の外観の損傷・汚損・発熱の有  

無を点検 
随時 

駐車場管制設備 

入退室管理設備 

＊ゲートバーの作動状態の確認 

＊電気錠の作動状態の確認 

＊制御盤の外観の損傷・汚損・発熱の有無を

点検 

＊注意灯・警告灯の点灯状態、外観の損傷・

汚損の点検 

随時 

照明器具 
＊外観の損傷・汚損の点検 

＊不点灯箇所の点検 
随時 

テレビ共聴設備 

＊アンテナの外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊ヘッドエンド等の異音・異臭・発熱等の点

検 

随時 

ITV設備 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊映像状態を確認 

＊テープの交換及びヘッドクリーニング等

の実施 

随時 

視聴覚設備 
＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊装置の動作状態等の点検 
随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
１．電気設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

設備管理シ

ステム 

中央監視制御設

備 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊異音・振動の有無を点検 

＊キーボード・マウス類・表示部及びプリン

ターの作動状態の点検 

１回/月 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
２．空調設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

空調機 

空冷式ガスエン

ジンヒートポン

プパッケージ

（マルチ） 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 １回/日 

＊外観の損傷・汚損・錆の有無を点検 

＊エアーフィルターの汚れ・破損の有無を点       

検 

＊コイル表面の汚れ・破損の有無を点検 

＊ドレンパンの汚れ及び排水口の詰まりの

有無を点検 

＊ベルトの劣化の有無を点検 

１回/月 

空冷ヒートポン

プパッケージ 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 １回/日 

＊外観の損傷・汚損・錆の有無を点検 

＊エアーフィルターの汚れ・破損の有無を点

検 

＊コイル表面の汚れ・破損の有無を点検 

＊ドレンパンの汚れ及び排水口の詰まりの

有無を点検 

＊ベルトの劣化の有無を点検 

１回/月 

空冷冷房専用パ

ッケージ 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損・錆の有無を点検 

＊エアーフィルターの汚れ・破損の有無を点

検 

＊コイル表面の汚れ・破損の有無を点検 

＊ドレンパンの汚れ及び排水口の詰まりの

有無を点検 

＊ベルトの劣化の有無を点検 

随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
２．空調設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

空調機 

TES式空冷ヒー

トポンプパッケ

ージ 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損・錆の有無を点検 

＊エアーフィルターの汚れ・破損の有無を点

検 

＊コイル表面の汚れ・破損の有無を点検 

＊ドレンパンの汚れ及び排水口の詰まりの

有無を点検 

＊ベルトの劣化の有無を点検 

随時 

ダクト設備 

可変風量装置 

及び 

冷風量装置 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊運転状態の異常の有無を点検 

＊ダンパー開度を点検 

１回/年 

送排風機 

空調換気扇 

＊運転時の異音・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊Vベルトの緩み具合の点検 

＊電流値の規定値内の確認 

１回/月 

送風機 

＊運転時の異音・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊Vベルトの緩み具合の点検 

＊電流値の規定値内の確認 

１回/月 

排風機 

＊運転時の異音・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊Vベルトの緩み具合の点検 

＊電流値の規定値内の確認 

１回/月 

レンジフード 
＊運転時の異音・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 
随時 

光脱臭装置 
＊運転時の異音・振動の点検 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 
随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
２．空調設備 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

設備管理シ

ステム 

中央監視制御設

備 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊異音・振動の有無を点検 

＊キーボード・マウス類・表示部及びプリン

ターの作動状態の点検 

１回/月 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
３．給排水衛生設備（共用部） 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

給水設備 

上水受水槽 

＊残留塩素濃度の測定 １回/日 

＊槽内の堆積物及び汚れの有無を点検 

＊発錆・損傷・水漏れの有無を点検 

＊マンホール施錠の確認 

＊防虫網の目詰り・損傷等の有無を点検 

１回/月 

＊ボールタップ・FMバルブの作動状態を点検 １回/月 

＊警報装置及び制御機器の作動状態を点検 １回/年 

加圧給水ポンプ

ユニト 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 

＊計器指示値の異常の有無を点検 

（電流・水圧） 

１回/日 

＊配管系統の発錆・損傷・水漏れの有無を点

検 

＊フート弁・キャチ弁の機能を点検 

１回/月 

＊制御装置の作動状態を点検 １回/月 

排水設備 

排水槽 

＊槽内の堆積物及び汚れの有無を点検 

＊発錆・損傷・水漏れの有無を点検 

＊マンホール施錠の確認 

＊防虫網の目詰り・損傷等の有無を点検 

１回/月 

＊警報装置及び制御機器の作動状態を点検 １回/年 

排水ポンプ 

＊運転時の異音・異臭・振動の点検 

＊計器指示値の異常の有無を点検 

（電流・水圧） 

１回/日 

＊地下ピット排水ポンプ点検 １回/月 

＊フート弁・キャチ弁の機能を点検 

＊制御装置の作動状態を点検 
１回/月 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
３．給排水衛生設備（共用部） 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

給湯設備 

ガス式 

瞬間湯沸器 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊ガス漏れ・水漏れの有無を点検 

＊燃焼状態の良否及び排気状態の点検 

１回/年 

電気貯湯式 

湯沸器 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊水漏れの有無を点検 

＊温度調節装置の作動状態を点検 

１回/年 

TES熱源機 

＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊ガス漏れ・水漏れの有無を点検 

＊燃焼状態の良否及び排気状態の点検 

１回/月 

衛生器具 

洗面器 

＊亀裂・破損等の点検 

＊水栓及び接続部よりの水漏れを点検 

＊排水状態の点検 

随時 

大便器 

小便器 

＊亀裂・破損等の点検 

＊器具と排水金具・トラップ等接続部の水漏

れを点検 

＊排水状態の点検 

随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
４．消防設備（共用部） 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

自動火災報

知設備 
防災監視盤 

＊受信装置監視卓、自立盤等のパネル表示部

及び操作部の損傷・異常の有無を点検 

＊CUP動作灯を点検 

＊プリンター印字状態の点検 

１回/日 

非常放送設

備 
非常放送設備 

＊放送装置架各部の外観の損傷等の異常の

有無を点検 
１回/年 

＊放送設備各機器の作動状態を点検 １回/年 

防排煙設備 

防火戸 

防火シャッター 

垂れ壁 

＊外観の損傷の有無を点検 

＊作動時に伴う障害物の有無を点検 
１回/年 

消火栓設備 

屋内消火栓 

屋外消火栓 

＊水源と補充水槽の水量の点検 

＊電源装置の変形・損傷・腐食の有無を点検 
１回/月 

連結送水管 

＊送水口の変形・損傷水漏れの有無を点検 

＊消防自動車接近区域の障害物の有無を点

検 

１回/月 

誘導設備 

誘導灯 
＊外観の変形・損傷の有無を点検 

＊点灯状態を点検 
随時 

誘導標識 ＊外観の変形・損傷の有無を点検 随時 

消火器設備 消火器 
＊定位置配置箇所の確認 

＊外観状態の点検及び標識の有無を確認 
随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
５．建築・その他建築設備等（共用部） 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

建築設備 

シャッター 

＊降下ライン上の障害物の有無を点検 

＊作動状況の点検 

＊ガイドレールの変形・腐食の点検 

随時 

自動扉 ＊作動状況の点検 随時 

間仕切装置 
＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊作動状態の点検 
随時 

ブラインド 
＊外観の損傷・汚損の有無を点検 

＊作動状態の点検 
随時 

書架 ＊外観の損傷・汚損の有無を点検 随時 

エレベーター設

備 
＊扉・乗り場・かご・運行状況の点検 毎日 

建築 

屋根 

＊ルーフドレインの詰りの点検 １回/日 

＊パラペット周りの点検 

＊金物類の発錆の点検 

＊コンクリートのひび割れ、浮き・目地の傷

み、雨漏れの有無を点検 

＊金属笠木の変形・発錆・シーリング材の状

態を点検 

＊金物類取付部の状態、錆による汚れの有無

を点検 

＊トップライト周りの点検 

１回/年 

外壁・内壁 
＊亀裂・浮き・剥離・膨れ・欠け・割れ・変

退色・錆・腐食等の異常の有無を点検 
１回/年 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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日常点検作業仕様書：二の宮ハウス 
５．建築・その他建築設備等（共用部） 

区分 点検項目 点検内容 点検周期 

建築 内装 

＊床のひび割れ・欠け・減り・剥がれ・目地

の傷み等の点検 

＊壁のひび割れ・傷・剥がれ・汚れ・浮き等

の点検 

１回/年 

外構 

マンホール 
＊蓋の開閉状況の点検 

＊内部の汚れの有無を点検 
随時 

排水枡 ＊詰り・がたつきの有無を点検 随時 

構内車道 

＊路面の状態を点検 

＊沈下・亀裂の有無を点検 

＊破損・損傷の有無を点検 

随時 

〔注記〕「随時」：不具合が生じた場合は、応急処置若しくは小修理処置をする。 
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■３ 環境衛生管理業務 
 
１．目的 

施設内外の美観の維持を継続的・長期的に図ることにより、常に保たれ環境が実現でき

るものである。このことは、施設利用者（宿泊者）の生活拠点として、精神的にゆとりが

生まれる住環境の提供ができ、研究者は、より実りある研究成果をあげることができる。 
 美観の維持とともに、施設内外の環境衛生にも配慮が必要であり、この美観の維持・環

境衛生の維持が、総合的、計画的に業務の連携がされることにより、効率的な施設の保全

が可能になるものである。 
 特に、施設利用者（宿泊者）の入居開始前までには、全施設の環境設備を実施し、施設

利用者（宿泊者）の入居日その日から快適な生活を送れることができる状態にするもので

ある。 
 
２．業務の種類 
（１）日常清掃業務 
（２）空気環境測定業務 
（３）害虫防除業務 
（４）定期清掃業務 
 
３．業務計画書及び報告書の作成 
 業務履行に当たり、年間の業務計画を立て、効率的な業務の実施並びに適確、適正な報

告書を作成または意見、提案等を行う。 
 
４．関係法令の遵守 
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則等の関係法令に準拠し、

環境衛生管理業務を実施する。 
 
５．官公庁検査の立会い（担当職員の要請を受けた場合とする） 
（１）管理対象項目に関する官公庁立入り検査時の立会い 
（２）担当職員の依頼による関係官公庁への諸届出必要書類の作成及び提出 
 
６．服務心得 
（１）勤務する者は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、勤務者相互

間の協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
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（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任をもって管理をする。 
 
■３－１ 日常清掃業務 
 
１．技能水準 
（１）日常清掃業務責任者：清掃業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要

な機能を有し、また、作業担当者の指導等の総合的管理能力

を有する者。 
（２）日常清掃業務担当者：清掃業務について、作業責任者の指示に従って作業を行う技

術力を有する者。 
 
２．業務内容 
（１）管理業務 
ａ）管理実施計画の立案・作成 

清掃業務を系統的、かつ効率的に実施する為に、年度毎に作業実施計画を立案・作

成をする。 
ア．日常清掃業務計画書 
イ．作業報告書の作成 
ウ．衛生消耗品管理計画 
エ．業務用資材・器材仕様計画書 

（２）日常清掃業務 
ａ）作業の範囲及び内容 
ア．二の宮ハウス：「日常清掃作業内容一覧：二の宮ハウス」及び「日常清掃の基準表：

二の宮ハウス」による。 
イ．竹園ハウス ：「日常清掃業務一覧：竹園ハウス」による。 

ｂ）安全及び環境対策 
ア．関係法令及び地方条例等を遵守し、施設からでるゴミは分別収集を行い、資源ゴ

ミについては、定められた場所に保管し、資源のリサイクルに貢献する。また、ゴ

ミ集積室（場所）は、常に整理整頓をし、清潔に保つものとする。 
イ．作業時においては、労働安全衛生規則等を遵守し、作業場所における事故防止の

為の安全対策等を講ずるものとする。 
（３）その他宿舎の環境衛生上所要業務 
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■３－２ 空気環境測定業務  （※「二の宮ハウス」のみ実施。） 
 
１．目的 
 施設内の衛生環境状態を常に正しく保ち、施設利用者（宿泊者）及び関連業務従事者の

健康に影響があるか否かの判断をし、空調設備等が正常、かつ適正に制御管理されている

かどうかも判断するものである。 
 
２．測定範囲 
（１）共用施設室内の適切な位置で、床上７５ｃｍ以上１２０ｃｍ以下の範囲内で測定す

る。 
（２）外気取入れ口付近及び１階出入り口付近で、外気の測定をする。 
 
３．業務実施概要 
（１）作業計画書の作成及び提出 

ａ）実施日 
ｂ）実施体制 
ｃ）実施工程 

（２）実施業務が他の業務と関連する場合は、機構と協議を事前に行う。 
（３）作業環境の整備 

ａ）測定業務に従事する者は、技術的に優秀であり、信用と経験を有する者であり、か

つ法令で定められた空気環境測定実施者とする。 
ｂ）作業場所及び作業内容により、危険な場所に必要な安全措置を講じ、安全に業務を

実施する。 
（４）作業終了後は、速やかに作業完了届け及び測定結果報告書を２部作成し、機構に提

出する。また、測定結果が、管理基準に適合しない場合は、その原因の推定並びに改

善等に関する意見、提案等を行う。 
（５）管理項目 

項  目 環境基準 測定周期 
浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3 以下 ２か月に１回 
一酸化炭素の含有率 100 万分の 10 以下（＝10 ppm 以下） 

※特例として外気がすでに 10ppm 以上ある

場合には 20ppm 以下 

２か月に１回 

二酸化炭素の含有率 100 万分の 1000 以下（＝1000 ppm 以下） ２か月に１回 
温度 (1) 17℃以上 28℃以下 

(2) 居室における温度を外気の温度より低く

する場合は、その差を著しくしないこと。 

２か月に１回 
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相対湿度 40％以上 70％以下 ２か月に１回 
気流 0.5 m/秒以下 ２か月に１回 
ホルムアルデヒドの

量 
0.1 mg/m3 以下（＝0.08 ppm 以下） 新築、増築、大規模の

修繕又は大規模の模様

替えを完了し、その使

用を開始した時点から

直近の 6 月 1 日から 9

月30日までの間に1回 

（６）測定点のとりかた 
ａ）中央管理方式によって制御されている空調機及び換気設備を設けている居室の延床

面積に対し、１測定点当たりの床面積は、1,000ｍ2 とする。 
ｂ）外気の測定点は、２点とする。 

 
４．服務心得 
（１）勤務する者は、制服・名札を着用し、常に容姿を正しく規律を遵守し、勤務者相互

間の協力の上、業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任を持って管理をする。 
 
■３－３ 害虫防除業務 
 
１．目的 

施設内の衛生環境状態を常に正しく保ち、施設内における害虫の発生及び侵入を防ぐこ

とにより、清潔な環境が保たれ、施設利用者（宿泊者）の安心感及び社会的にも良好な状

態が維持できるものである。 
 
２．対象区域 
 共用施設室及び共用部 
 
３．業務実施概要 
（１）作業計画書の作成及び提出 

ａ）実施日 
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ｂ）実施体制 
ｃ）実施工程 

（２）実施業務が他の業務と関連する場合は、担当職員と協議を事前に行う。 
（３）作業環境の整備 

ａ）業務に従事する者は、技術的に優秀であり、信用と経験を有する者である。 
ｂ）定期的に害虫等の生息点検を行い、その結果によって効果的な防除計画を立てる。 
ｃ）防除作業実施前に、機構及び環境衛生管理技術者と十分に具体的な打合せを行い、

施設利用者に事前案内並びに安全確保の協力を要請する。 
ｄ）作業場所及び作業内容により、施設や物品の安全等について、事前に点検の上、安

全な状態である事を確認できた後、作業を開始する。また、作業中においても常に安

全確認を行うものとする。 
ｅ）作業終了後に速やかに防除効果確認を行い、害虫等の死骸等を回収する。 

（４）作業終了後は、作業実施報告書を作成し、機構に提出する。 
 
４．作業実施回数 
（１）防除作業 

ａ）６ヶ月以内に１回実施する。 
ｂ）ゴキブリ・カチョウバエ・ダニ等の害虫及びネズミの防除を行う。 
ｃ）防除作業後に、対象害虫等の発生若しくは発見された場合は、速やかにその駆除を

行うものとする。 
 
５．服務心得 
（１）勤務する者は、制服・名札を着用し、常に規律を遵守し、勤務者相互間の協力の上、

業務に万全を期する。 
（２）居住者及び来館者への対応は、誠意を持ってあたり、言動、動作に留意して相手方

に不快の念を与えないようにする。 
（３）居住者の国籍による文化、宗教、生活習慣等は多彩であり、その相違による誤解を

生じないように、常日頃から相互理解を深めるよう研鑽をする。 
（４）業務上知り得たすべての事項は、外部の者への漏洩を禁ずる。 
（５）業務上必要な鍵等については、責任を持って管理をする。 
 
■３－４ 定期清掃業務  （※「二の宮ハウス」のみ実施。） 
 
１．作業の範囲及び対象面積 
（１）別紙「ガラス清掃実施箇所一覧表」による。 
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２．作業の内容 
（１）洗浄作業 

①適性に希釈した中性洗剤をガラス面に塗布し、汚れを除去する。 
②ガラススクィジーで汚水を切る。 
③ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 
④ガラス回りのサッシに付いた汚水をタオルで清拭する。 
 

（２）ガラス表面処理膜の作業注意 
   金属皮膜の施された熱線反射ガラス、または、飛散防止の為にフィルムが貼られガ

ラスの洗浄は、強酸性及びアルカリ性洗浄剤を用いず、水または中性洗剤を使用する。

付着している微粉塵により傷がつく恐れがあるため、水または中性洗剤を十分に塗布

した後、慎重にスクィジーを行うものとする。 
 
（３）実施回数 

①年２回実施 
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日常清掃作業内容一覧表：二の宮ハウス 

１．床の材質による作業内容 

作業区分 床材質 作業項目 作業内容 

A 弾性床 

除塵 

＊自在箒、フロアダスタ（ダストモップ）

で集めた塵芥は、所定の場所に搬出する。 

＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 

水拭き ＊床全面をモップで丁寧に拭き上げる。 

B 硬質床（石材） 

除塵 

＊自在箒、フロアダスタ（ダストモップ）

で集めた塵芥は、所定の場所に搬出する。 

＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 

水拭き ＊床全面をモップで丁寧に拭き上げる。 

C 
木質床（フロー

リング） 

除塵 

＊自在箒、フロアダスタ（ダストモップ）

で集めた塵芥は、所定の場所に搬出する。 

＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 

水拭き 
＊床全面を雑巾で丁寧に拭き上げる。 

＊乾いたら雑巾で、から拭きをする。 

D タタミ 

除塵 ＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 

水拭き 
＊床全面を雑巾で丁寧に拭き上げる。 

＊乾いたら雑巾で、から拭きをする。 

E 
繊維床（カーペ

ット） 
除塵 

＊粗ゴミをカーペットスイーパーで回収す

る。 

＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 
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日常清掃作業内容一覧表：二の宮ハウス 

２.作業場所による作業内容（共用部） 

作業区分 実施場所 作業内容 

ａ 玄関ホール 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

ﾌﾛｱﾏｯﾄ 
＊真空掃除機で丁寧に吸塵する。 

＊汚れが著しい場合は、洗浄をする。 

壁面 

＊鳥毛ハタキまたは静電気除塵具等で除塵

する。 

＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

扉ガラス 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

什器備品 
＊ダストクロス等で埃を取り、タオル等で

水拭きする。 

灰皿 ＊吸殻を収集し、灰皿を拭く。 

ゴミ箱 ＊ゴミを収集し、容器を拭く。 

金属部 

＊ダストクロス等で埃を取り、適性洗剤を

用い汚れを除去した後、乾いた布で磨き

上げる。 

ｂ 事務所 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

灰皿 ＊吸殻を収集し、灰皿を拭く。 

ゴミ箱 ＊ゴミを収集し、容器を拭く。 

窓台 ＊ダストクロス等で埃を取る。 
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日常清掃作業内容一覧表：二の宮ハウス 

２.作業場所による作業内容（共用部） 

作業区分 実施場所 作業内容 

ｃ 会議室 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

什器備品 
＊ダストクロス等で埃を取り、タオル等で

水拭きする。 

灰皿 ＊吸殻を収集し、灰皿を拭く。 

ゴミ箱 ＊ゴミを収集し、容器を拭く。 

ｄ トイレ 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

壁面 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去する。 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

洗面台 
＊スポンジで適性洗剤を用いて洗浄し、拭

き上げる。 

鏡 ＊乾拭きして仕上げる。 

衛生陶器 
＊適性洗剤を用いて洗浄し、拭き上げる。 

＊金属類も同様に拭き上げる。 

ゴミ箱 ＊ゴミを収集し、容器を拭く。 

汚物容器 ＊内容物を収集し、容器を洗浄する。 

衛生消耗品 
＊トイレットペーパー、水石鹸等を補充す

る。 
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日常清掃作業内容一覧表：二の宮ハウス 

２.作業場所による作業内容（共用部） 

作業区分 実施場所 作業内容 

ｅ 湯沸室 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

壁面 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去する。 

流し台 
＊適性洗剤を用いてスポンジで洗浄する。 

＊塵芥を収集し、容器を洗浄する。 

換気扇 
＊適性洗剤にて洗浄後、水拭きして仕上げ

る。 

ｆ 廊下 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

壁面 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去する。 

灰皿 ＊吸殻を収集し、灰皿を拭く。 

ゴミ箱 ＊ゴミを収集し、容器を拭く。 

ｇ 階  段 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

壁面 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去する。 

手摺 ＊タオルで水拭きをする。 

窓台 ＊ダストクロス等で埃を取る。 
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日常清掃作業内容一覧表：二の宮ハウス 

２.作業場所による作業内容（共用部） 

作業区分 実施場所 作業内容 

ｈ エレベーター 

床 ＊「床の材質による作業内容」 

扉 
＊汚れの目立つ部分を水または適性洗剤を

用い除去する。 

壁面 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去する。 

操作盤 
＊汚れの部分は、水または適性洗剤を用い

除去し、乾拭きして仕上げる。 

扉溝 ＊真空掃除機などで除塵を行う。 

ｉ 建物周囲 床 

＊玄関周りは、自在箒で除塵を集め、汚れ

の部分は、モップで水拭きをする。 

＊駐車場等の区域については、巡回による

拾い掃きを実施する。 
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日

地 １/日 適時 １/日

１/日 １/日 適時 １/週 １/日 適時

１/日 １/日 適時 １/週 １/日 適時

適時

下 適時

適時

適時

1 適時

適時

適時

階 適時

適時

適時

適時

石 材

弾 性 床 材

倉 庫 － ３

１/日

石 材

石 材

石 材

石 材

石 材

石 材

カ ー ペ ッ ト

石 材

石 材16.3

石 材

石 材

石 材

石 材

6.7

70.6

82.1

59.6

51.8

32.0

8.2

41.2

89.3

倉 庫 － ２

受 変 電 室

フ ァ ン ル ー ム － １

フ ァ ン ル ー ム － ２

倉 庫 － １

消 火 ポ ン プ 室

受 水 槽 室

9.7

28.4

13.9

3,514.2

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

25.1

50.1

材

適時

石 材

階

数

清 掃 員 更 衣 室

廃 棄 物 集 積 所

階 段 － １

面

MDF 室

EV ホ ー ル － １

EV ホ ー ル － ２

駐 車 場 ・ 駐 輪 場

処 理 槽 機 械 室
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

中 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日 １/日

央 １/日

監 適時 １/日

1 視 適時 １/週 適時 適時 適時

室 １/日 １/週 1/日 １/日 適時 １/日

１/日 1/日 １/日

１/日 適時

階 １/日 適時 １/日

１/日 １/日

１/日

適時 １/日 適時 １/日 １/日

適時 １/日 適時 適時 １/日

１/日 適時 １/日 １/日

１/日 適時 １/日

適時 １/日 適時 １/日

１/日 １/日 適時

１/日 適時 １/日 1/日 適時 適時 １/日

１/日 適時 １/日 1/日 適時 適時 １/日

１/日 １/日 適時 適時

１/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日 １/日

１/日 適時 １/日廊 下 － ２

事 務 室

廊 下

和 室

浴 室

便 所

洗 面 室

キ ッ ズ ル ー ム

受 付

TEL コ ー ナ ー

ト レ ーニ ング ジム

管 理 事 務 室

応 接 室

階 段 － ３

自 販 機 室

男 子 便 所 － １

女 子 便 所 － １

廊 下 － １

階 段 － １

宅 配 ボ ッ ク ス 室

メ ー ル 室

風 除 室

エントランスホール

１/日

カ ー ペ ッ ト

カ ー ペ ッ ト

カ ー ペ ッ ト35.6

41.6

１/日

１/日

１/日

適時

適時

１/日

1/日

適時

適時

適時

カ ー ペ ッ ト

フ ロ ー リ ン グ

適時

適時

224.0

13.6

64.0

64.0

タ イ ル

1/日

7.6 フ ロ ー リ ン グ

36.8 カ ー ペ ッ ト

13.6 タ イ ル

143.4 石 材

8.0 カ ー ペ ッ ト

15.4 カ ー ペ ッ ト

21.2 カ ー ペ ッ ト

21.2 カ ー ペ ッ ト

12.4 石 材

2.2 フ ロ ー リ ン グ

18.7 カ ー ペ ッ ト

15.0 タ イ ル

8.0 タ タ ミ

1.4 弾 性 床 材

1.0 弾 性 床 材

１/日

12.0 カ ー ペ ッ ト

1/日

１/日

59.6 カ ー ペ ッ ト 適時 １/日

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

面 材
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

１/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日

１/日 １/日 １/日 １/日

1 １/日 適時 １/日

１/日 適時 適時 １/日 1/日 適時 適時 １/日

１/日 適時 適時 １/日 1/日 適時 適時 １/日

１/日 適時 適時 １/日 1/日 適時 適時 １/日

階 適時 適時

適時 適時 １/日 適時 適時

適時 適時 適時 適時 １/日 適時 適時

適時 適時

適時 適時

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時 適時

適時

適時

適時

適時

適時

適時

適時

適時

1/日

適時

適時

１/日

適時

１/日

適時

適時

1/日

適時

倉 庫 － ２

倉 庫 － ３

11.5 弾 性 床 材

12.7 弾 性 床 材

打 合 せ 室 － ２

リ ネ ン 室 － １

リ ネ ン 室 － ２

適時

適時

適時

適時

EV ホ ー ル － ２

ゲ ス ト ル ー ム － １

適時

適時

ゲ ス ト ル ー ム － ２

ゲ ス ト ル ー ム － ３

打 合 せ 室 － １

準 備 室

集 会 室

集 会 室

階 段 － ４

階 段 － ６

EV ホ ー ル － １

セ ミ ナ ー 室 － １

セ ミ ナ ー 室 － ２

階 段 － ２

男 子 便 所 － ２

女 子 便 所 － ２

身 障 者 便 所

32.0 弾 性 床 材

適時

32.0 弾 性 床 材

55.7 カ ー ペ ッ ト

55.7 カ ー ペ ッ ト 適時 適時

9.7 カ ー ペ ッ ト

60.9 カ ー ペ ッ ト

60.9 カ ー ペ ッ ト

60.9 カ ー ペ ッ ト

2.6 石 材

10.9 石 材

弾 性 床 材

123.4 弾 性 床 材

83.5 フ ロ ー リ ン グ

2.6 石 材

適時

適時

12.0 弾 性 床 材

12.0 弾 性 床 材

6.4 弾 性 床 材

10.9

64.0 カ ー ペ ッ ト

64.0 カ ー ペ ッ ト

17.6 カ ー ペ ッ ト

105.6 弾 性 床 材 1/日 １/日倉 庫 － １

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

面 材
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

1 適時 適時 適時 適時

階

１/日 １/日

１/日 適時 1/日 1/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

2 １/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 適時 １/日

適時 適時

階 適時 適時

１/日 適時

１/日 1/日 1/日

１/日 1/日 1/日

3 １/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 適時 １/日

階 適時 適時

適時 適時

１/日 適時

1/日

適時

1/日

1/日

屋 内 廊 下 ・ 渡 り 廊 下 147.3 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ４ 14.4 石 材

EV ホ ー ル － ２ 9.7 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ２ 17.6 カ ー ペ ッ ト

1/日

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

北 棟 ラ ウ ン ジ 35.1 カ ー ペ ッ ト 適時

南 棟 ラ ウ ン ジ 46.7 カ ー ペ ッ ト

屋 内 廊 下 ・ 渡 り 廊 下 147.3 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ４ 14.4 石 材

EV ホ ー ル － ２ 9.7 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ２ 17.6 カ ー ペ ッ ト

情 報 ラ イ ブ ラ リ ー 185.9 カ ー ペ ッ ト

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

情 報 ラ イ ブ ラ リ ー 9.6 フ ロ ー リ ン グ

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

面 材

中 庭 371.2
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

１/日 1/日 1/日

4 １/日 1/日 1/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 適時 1/日

階 適時 適時

適時 適時

適時 適時

１/日 適時

１/日 1/日 1/日

１/日 1/日 1/日

5 １/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 １/日 適時 1/週 １/日

１/日 適時 １/日

階 適時 適時

適時 適時

１/日 適時屋 内 廊 下 ・ 渡 り 廊 下 14.0 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ５ 3.2 石 材

階 段 － ２

石 材

17.6 カ ー ペ ッ ト

EV ホ ー ル － ２ 9.7 カ ー ペ ッ ト

EV ホ ー ル － １ 10.2

49.3 カ ー ペ ッ ト 適時 １/日

北 棟 ラ ウ ン ジ 35.1 カ ー ペ ッ ト 適時 1/日

階 段 － ６ 10.6 鉄

南 棟 ラ ウ ン ジ

屋 内 廊 下 ・ 渡 り 廊 下 130.2 カ ー ペ ッ ト

カ ー ペ ッ ト

階 段 － ５ 3.2 石 材

階 段 － ４ 14.4 石 材

EV ホ ー ル － ２ 9.7 カ ー ペ ッ ト

階 段 － ２ 17.6

1/日

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

北 棟 ラ ウ ン ジ 35.1 カ ー ペ ッ ト 適時

南 棟 ラ ウ ン ジ 16.3 カ ー ペ ッ ト 適時 １/日

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

面 材
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

１/日 1/日 1/日

6 １/日 １/日 適時 1/週 1/日

階 適時 適時

適時 適時

１/日 1/日 1/日

7 １/日 １/日 適時 1/週 1/日

階 適時 適時

適時 適時

１/日 1/日 1/日

8 １/日 １/日 適時 1/週 1/日

階 適時 適時

適時 適時階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ５ 3.2 石 材

１/日

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

南 棟 ラ ウ ン ジ 16.3 カ ー ペ ッ ト 適時

石 材

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ５ 3.2

南 棟 ラ ウ ン ジ 49.3 カ ー ペ ッ ト 適時 １/日

階 段 － ６ 10.6 石 材

階 段 － ５ 3.2 石 材

１/日

EV ホ ー ル － １ 10.2 石 材

南 棟 ラ ウ ン ジ 16.3 カ ー ペ ッ ト 適時

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

面 材
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【　日常清掃の基準表　：　二の宮ハウス　】

清 は 拭 真 巡 灰 紙 金 鏡 流 茶 茶 衛 汚 衛 窓 ほ 電 間 ド 手 マ テ 椅 エ
掃 き き 空 回 皿 屑 属 ・ し 殻 碗 生 物 生 枠 こ 話 仕 ア 摺 ッ ｜ 子 レ

内 清 清 清 清 処 清 み 洗 台 清 等 陶 の 消 ・ り 機 切 ｜ の ト ブ の ベ
容 掃 掃 掃 掃 理 掃 が 面 み 掃 の 器 処 耗 ち 払 空 ガ の 清 の ル 清 ｜

き 台 が 荒 の 理 品 り い 拭 ラ 拭 掃 清 ・ 掃 タ
床 床 み き い 清 ・ の き ス き 掃 机 か

清 が 整 掃 清 補 清 清 清 ご
掃 積 質 き 理 掃 給 掃 掃 掃 内

場 m
2 清

所 掃

1/日 適時 1/週 1/日

適時 適時

適時

9 1/日 適時 適時 1/日 適時 適時 適時

1/日 適時 適時 1/日 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時 適時 適時 適時 適時

階 適時 適時 適時 適時

適時 適時

適時 適時

適時

適時

適時 適時 適時 適時 適時

適時 適時

適時

和

室

外 回 り 2,030.4 石 材

適時

適時

洋 室 75.7 カ ー ペ ッ ト 適時

石 材

ア プ ロ ー チ 27.2 カ ー ペ ッ ト

和 室

取 次 ・ 水 屋

18.7

10.4 タ タ ミ

0.6

適時

タ タ ミ

半 入 間

踏 込

適時

6.4 タ タ ミ

交 流 サ ロ ン

134.4 カ ー ペ ッ ト

適時

適時

1.0 弾 性 床 材 適時

適時

女 子 便 所 8.9 タ イ ル

交 流 サ ロ ン

8.9 タ イ ル

ホ ー ル ・ 廊 下

男 子 便 所

10.9 カ ー ペ ッ ト

10.6 石 材

カ ー ペ ッ ト

適時

階 段 － ６

階

数

日　　　　　常　　　　　清　　　　　掃

17.1

面 材

EV ホ ー ル － １
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日常清掃作業内容一覧表：竹園ハウス 

２.作業場所による作業内容（共用部） 

実施場所 作業周期 作業内容 

事務所 毎日 
カーペット掃除機がけ、ゴミ箱のゴミ取り、高所ほこり

取り、内側ガラス拭き上げ、ドアの拭き上げ 

集会室 週一回 
カーペット掃除機がけ、ゴミ箱のゴミ取り、高所ほこり

取り、ドアの拭き上げ、パーテーションの拭き上げ 

トイレ 毎日 

高所ほこり取り、便器クリーニング（衛生仕上げ）、床

の掃除機がけ、床水モップ拭き上げ、洗面台の拭き

上げ、鏡磨き、ドアの拭き上げ 

管理室 週一回 高所ほこり取り 

休憩室 毎日 床の掃除機がけ、水モップによる拭き上げ 

玄関 週二回 高所ほこり取り、クモの巣取り 

ホール 週一回 ガラスの内外拭き上げ 

ＥＶホール 毎日 石床の掃除機がけ、水モップによる拭き上げ 

外部 毎日 ゴミ拾い 

駐車場他 週一回 雑草の除去 

すべての階段 毎日 拭き掃除、ほこり取り 

通路 （２～７階） 毎日 拭き掃除、ほこり取り、ドアの拭き上げ 

  



別紙４ 

81 

ガラス清掃実施箇所一覧表：二の宮ハウス 

実施場所 階 対象面積（ｍ2） 備    考 

管理事務室 1 18.6 バルコニー側含む 

通用口 1 7.2   

宅配ボックス室 1 4.7   

風除室 1 30   

エントランスホール 1 145.8   

自販機室 1 16.6 バルコニー側含む 

プレイルーム 1 16.6 遮熱・断熱フィルム貼付

加工 

バルコニー側含む 

スポーツジム 1 16.6 遮熱・断熱フィルム貼付

加工 

バルコニー側含む 

リネン室－１ 1 8.3 バルコニー側含む 

リネン室－２ 1 16.6 バルコニー側含む 

ゲストルーム－１ 1 8.3 バルコニー側含む 

ゲストルーム－２ 1 8.3 バルコニー側含む 

ゲストルーム－３ 1 8.3 バルコニー側含む 

打ち合わせ室－１ 1 8.3 バルコニー側含む 

打ち合わせ室－２ 1 8.3 バルコニー側含む 

セミナー室 － １ 1 18.6 バルコニー側含む 

セミナー室 － ２ 1 18.6 バルコニー側含む 

集会室 1 25.2   

管理事務室 1 28.2   

応接室 1 4.0   
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ガラス清掃実施箇所一覧表：二の宮ハウス 

実施場所 階 対象面積（ｍ2） 備    考 

情報ライブラリー 2 168.2 遮熱・断熱フィルム貼付

加工 

渡り廊下 3 35.1 注）実施は年に１回のみ

とする。 

屋内廊下 2～5 129.9   

南棟ラウンジ 3～8 69.6   

北棟ラウンジ 3～5 96.2   

交流サロン・セミナー室 9 191.3   

南棟エレベーターシャフト  91.1 被覆反射ガラス・外側実

施 

北棟エレベーターシャフト  33.4 被覆反射ガラス・外側実

施 

       

       

       

       

       

       

       

       

   1,231.9   
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■４ 植栽管理業務 
 
１．目標 
 日本の情緒と彩りゆたかな四季を感じることができ、ゆとりと安らぎを提供できるよう

な空間づくりを目標とする。 
 

２．二の宮ハウスについて 

（１）方法 

①除草 

 手又は鎌を用いて雑草を抜き取り、集めて搬出処分する。 

②刈り込み 

 はさみ又は動力刈り込み機にて刈り込みを行い、枝葉を集めて搬出処分する。 

③芝刈り 

 自走式草刈り機又は肩掛け式草刈り機を用い、芝を刈り集めて搬出処分する。 

④高木剪定 

 高所作業車及びはさみ・鋸を用いて枝の剪定を行い、枝葉を集めて搬出処分する。 

⑤病害虫防除 

 適時に適切な殺虫剤・殺菌剤を動力噴射器で散布する。 

⑥施肥 

 適切な肥料を使用し、芝地及び樹木に施用する。 

 

（２）詳細 

①除草 

摘要 数量 単位 備考 

中庭部分    

サツキ類 270.0 ㎡ 年 2回 

シバザクラ 13.8 ㎡ 年 2回 

屋上部    

１階 サツキ類 30.0 ㎡ 年 2回 

２階 サツキ類 30.0 ㎡ 年 2回 

９階 芝 37.9 ㎡ 年 2回 

９階 サツキ類 38.2 ㎡ 年 2回 

外周部分    

サツキ類 477.0 ㎡ 年 2回 

 

②刈り込み 

摘要 数量 単位 

中庭部分   

サツキ類 270.0 ㎡ 

屋上部   

１階 サツキ類 30.0 ㎡ 

２階 サツキ類 30.0 ㎡ 

９階 サツキ類 38.2 ㎡ 

９階 東側 １ 式 

９階 茶庭 １ 式 
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外周部分   

 ムクゲ 7 本 

 ツバキ 1 本 

 モミジ 2 本 

 サザンカ 14 本 

サツキ類 477.0 ㎡ 

 

③芝刈り 

摘要 数量 単位 備考 

屋上部    

９階 芝 37.9 ㎡ 年 3回 

外周部分    

芝 766.0 ㎡ 年 3回 

 

④高木剪定 

摘要 数量 単位 

中庭部分   

 モミジ 4 本 

 サルスベリ 2 本 

モミノキ 1 本 

外周部分   

 ソメイヨシノ 2 本 

 ケヤキ 4 本 

 タブノキ 1 本 

 シラカシ 15 本 

 クス 2 本 

 モチノキ 2 本 

 ユズリハ 5 本 

 ハナミズキ 2 本 

 キンモクセイ 1 本 

モミジ 1 本 

 

⑤病害虫防除 

摘要 数量 単位 備考 

中庭部分    

 （高木）    

 モミジ 4 本 年２回 

 サルスベリ 2 本 年２回 

 モミノキ 1 本 年２回 

 （低木）    

 サツキ類 270.0 ㎡ 年２回 

シバザクラ 13.8 ㎡ 年２回 

屋上部    

 １階 サツキ類 30.0 ㎡ 年２回 

 ２階 サツキ類 30.0 ㎡ 年２回 

 ９階 芝 37.9 ㎡ 年２回 



別紙４ 

85 

 ９階 サツキ類 38.2 ㎡ 年２回 

建物外周部分    

 （高木）    

 ソメイヨシノ 2 本 年２回 

 ケヤキ 3 本 年２回 

 タブノキ 1 本 年２回 

 シラカシ 15 本 年２回 

 クス 2 本 年２回 

 モチノキ 2 本 年２回 

 ユズリハ 5 本 年２回 

 ハナミズキ 2 本 年２回 

 キンモクセイ 1 本 年２回 

 モミジ 1 本 年２回 

 （小高木）    

 モミジ 9 本 年２回 

 ツバキ 1 本 年２回 

 サザンカ 11 本 年２回 

 （低木）    

 サツキ類 477.0 ㎡ 年２回 

 

⑥施肥 

摘要 数量 単位 

中庭部分   

 サツキ類 270.0 ㎡ 

シバザクラ 13.8 ㎡ 

屋上部   

 １階 サツキ類 30.0 ㎡ 

 ２階 サツキ類 30.0 ㎡ 

 ９階 芝 37.9 ㎡ 

 ９階 サツキ類 38.2 ㎡ 

外周部分   

 サツキ類 477.0 ㎡ 

芝 799.0 ㎡ 

 

３．竹園ハウスについて 

 

（１）方法 

①樹木剪定 

 鋏等による切り返し剪定とヘッジトリマーによる機械刈りを併用する。 

②芝・草刈り 

 ロータリーモア・刈払機による機械刈りとする。 

③手取り除草 

 鎌を使用し、人力による除草作業とする。 

④殺虫剤散布 

 （全体）動力噴霧器によるイソキサチオン乳剤の散布 

 （サクラ）ジョーロ等による根元への石灰硫黄合剤の散布 

  （ツバキ）背負い蓄圧式噴霧器によるマシン油乳剤の散布 
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⑤施肥 

 中・低木を中心に、花後のお礼肥として粒状固形肥料を施す。 

 

（２）詳細 

項目 種類 数量 数量 備考 

樹木剪定 カツラ 1 本 年 1回 

シュロ 11 本 

サクラ 6 本 

マツ 5 本 

ウメ 1 本 

サルスベリ 1 本 

ツゲ 1 本 

モチノキ 2 本 

ツバキ 27 本 

マサキ 2 本 

アオキ 3 本 

アザレア 46 本 

ハマヒサカキ 1 株 

キャラ玉 2 株 

マメツゲ玉 1 株 

クシャクヒバ玉 1 株 

アジサイ 1 株 

ユキヤナギ 1 株 

サツキ類 54 株 

サザンカ生垣 36.3 ㎡ 

ヒイラギモクセイ生

垣 

6.2  m 

サツキ寄せ植え 50.1  ㎡ 

ドウダン寄せ植え 17.9 ㎡ 

芝・草刈り  232.7 ㎡ 年 2回 

手取り除草  393.8 ㎡ 年 3回 

殺虫剤散布 樹木剪定数量に準ず

る 

  年 2回 

殺虫剤散布 サクラ 6 本 年 1回 

ツバキ 24 本 

施肥  185.8 ㎡ 年 1回 
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貸与施設等及び貸与物品 

 

貸与施設及び貸与物品は、外国人研究者宿舎におけるすべての業務にて共用するもので

ある。経年劣化等により貸与物品の使用が困難な場合は、落札事業者が用意すること。 

 

１．貸与施設 ※設置している家具・家電を含む。 

（１）二の宮ハウス 

・中央監視室 

・管理人室 

・清掃員更衣室 

（２）竹園ハウス 

・管理人室 

 

２．貸与物品 

品名 二の宮ハウス 竹園ハウス 備考 

踏み台 
 

1 
 

脚立 2 1 
 

二連はしご 1 
  

コンベックス 2 
  

懐中電灯 2 5 
 

充電式ドリル 1 
  

電工ドラム 1 1 
 

メガネレンチセット 1 
  

モンキースパナ 1 1 
 

プライヤー 3 
  

ウォーターポンププライヤー 2 
  

絶縁ペンチ 2 
  

ラジオペンチ 2 1 
 

ニッパー 3 1 
 

ワイヤーストリッパー 1 
  

半田ごて 1 
  

ハンマー 
 

1 
 

通常ドライバー（＋） 4 3 
 

通常ドライバー（－） 2 3 
 

精密ドライバー（＋） 4 
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品名 二の宮ハウス 竹園ハウス 備考 

精密ドライバー（－） 6 
  

両刃板のこぎり 1 3 
 

金のこぎり 1 3 
 

金やすり 
 

1 
 

水道ゴムホース 2 3 
 

手押し車（ねこぐるま） 
 

1 
 

乾湿両用掃除機 1 
  

高圧洗浄機 1 
  

キャスター式工具セット 1 1 災害時用 

テコバール 1 1 災害時用 

平バール 1 1 災害時用 

両口ハンマー 1 1 災害時用 

両つるはし 1 1 災害時用 

角型スコップ 1 1 災害時用 

ボルトクリッパー 1 1 災害時用 

手斧 1 1 災害時用 

ゴーグル 1 1 災害時用 

標識ロープ（トラロープ） 1 1 災害時用 

トランジスタメガホン 1 1 災害時用 

メタルハライドライト・ハイパースタンド 1 
 

災害時用 

4サイクルエンジンオイル 1 1 災害時用 

コードリール屋外仕様 1 1 災害時用 

リヤカー（キャンパー） 2 
 

災害時用 

ガソリン式インバーター発電機 1 1 災害時用 

カセットボンベ式インバーター発電機 2 2 災害時用 

 

３．落札事業者が負担する経費 

 ①事務用消耗品、制服、靴、帽子等 

 ②保守点検及び軽微な修繕に必要な工具、部品及び簡単な測定器具 

 ③点検に必要な薬品・器具類、備品類（寝具類、作業着、保守項目交換部品を含む）、消

耗品及び必要な検査の申込み費用。 

 

以上 
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施設概要（二の宮ハウス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※図面は竣工当時のものであり、現況と異なる場合は現況を優先いたします。 

90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要（竹園ハウス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※図面は竣工当時のものであり、現況と異なる場合は現況を優先いたします。 
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設備・機械等 補足事項 
 
１．昇降機について 
（１）二の宮ハウス：設置台数３基 

製造元     東芝エレベータ株式会社 
型式用途    共同住宅用 EV（機械室レスタイプ） 
定格積載重量  600kg、9 人乗り（No.2 はトランク付き） 
定格速度    No.1/No.2：90m/min 

No.3：60m/min 
運転方式    VF コレクティブコントロール（マイコン制御、気配りアナウンス付） 
停止階     No.1/No.2：10 箇所（B1、1～9 階） 

No.3：6 箇所（B1、1～5 階） 
かご内法    間口 1050mm 

奥行 1520mm 
出入り口幅 800mm 
出入り口高さ 2000mm 

電動機     No.1/No.2：AC 5.5kw 
No.3：AC 3.7kw 

電源      AC3φ 200V 50Hz 
AC1φ 100V 50Hz 

連絡装置    同時通話式インターホン 
遠隔監視装診断装置 IF 

付加仕様    初期微動地震時管制運転付 
火災時管制運転付 
停電時自動着床運転付 
車椅子対応（No.2/No.3） 
視覚障がい者対応 
監視盤付（自立型、LED）（No.1/No.2） 

（２）竹園ハウス：設置台数１基 
製造元     株式会社日立製作所 
型式用途    R-9-2S60（乗用） 
定格積載重量  600kg、9 人乗り 
定格速度    60m/min 
運転方式    マイコン制御 
停止階     7 箇所（1～7 階） 
かご内法    間口 1050mm 
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奥行 1520mm 
出入り口高さ 2000mm 

電動機     AC 5.5kw 
電源      AC3φ 200V 50Hz 

AC1φ 100V 50Hz 
連絡装置    同時通話式インターホン 
付加仕様    地震時管制運転付（H センサー） 

 
２．自動ドアについて （※二の宮ハウスのみ） 
（１）二の宮ハウス：設置台数４台 

製造元     ナブコ 
設置個所 
①エントランス外扉 
設置機種   DS-150D 
センサー部  開口：1470mm、外側：H-82、内側：H-82、補助：NZ-C 

②エントランス外扉 
設置機種   DS-150D 
センサー部  開口：1470mm、外側：テンキーSW・リモコン SW 併用、 

内側：H-82、補助：NZ-C 
電子錠型式  SKD-2 

③Ｂ１ 
設置機種   DS-75S 
センサー部  開口：930mm、外側：テンキーSW・リモコン SW 併用、 

内側：H-82、補助：NP-10 
電子錠型式  SKD-2 

④９階 
設置機種  DS-75D 
センサー部  開口：930mm、外側：リモコン SW、内側：H-82、補助：NP-10 
電子錠型式  SKD-2 

 
２．主な交換・更新作業等について 
以下は、外国人研究者宿舎において実施した主な交換・更新等実績です。 

 竣工時から変更になっている機器があることをご留意願います。 
（１）平成２１年度 

①二の宮ハウス 
・受水槽室：排水ポンプ交換 テラル 50PV-5.25 
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・管理事務室：リモコンキー制御器交換 美和ロック RKU-003 
・２～５階：煙感知器を熱感知機に交換 能美防災 
・情報ライブラリー：窓用遮熱フィルム新設 3M NANO90S 
・施設内：防犯カメラ装置更新 ビクター 
②竹園ハウス 
・ゴミ置き場：人感センサー付照明器具取付 パナソニック FSS41000CIJ 
・ゴミ置き場：換気扇取付 三菱電機 EX-30EH5 

（２）平成２２年度 
①二の宮ハウス 
・施設内：防災設備補修（スピーカー、バッテリー交換） 
・ディスポーザー排水処理設備：水中ポンプ交換 新明和 CNL501、A401T 
・ディスポーザー排水処理設備：フロートスイッチ交換 エレポン LS-S  
②竹園ハウス 
・屋上 防水補修工事 

（３）平成２３年度 
①二の宮ハウス 
・受水槽室：定水位弁交換 
・受水槽室：加圧給水ポンプ交換 テラル SX-65VFC504-5.5W 
・地下ピット：排水ポンプ交換（4 カ所） テラル 40PVA-5.25 
・集会室：ガス給湯器交換 ノーリツ GQ-1637WS-FFA 
・打ち合わせ室：電気給湯器交換 イトミック ES-20DW3BL 
・ディスポーザー排水処理設備：散気装置交換 美鈴工業 ディスク型 A 
・集会室：床タイルカーペット撤去、アンダーレイ、長尺シート貼り補修 
・ガスメーター室：緊急ガス遮断弁設置 トーセツ TK-ESC1 
・共用部：無線 LAN 機器設置 バッファロー 
・居室：ガス漏れ検知器交換 パナソニック 
・スポーツジム、プレイルーム：窓用遮熱フィルム新設 3M NANO70S 
②竹園ハウス 
・設備機械室：揚水ポンプ交換 川本製作所 TN-405X5-MN3.7 
・設備機械室：受水槽 FM バルブ交換 
・設備機械室：雑排水ポンプ交換 荏原 50DSA51.5 
・地下ピット：雑排水ポンプ交換 荏原 40DVSA5.25SA 
・高置水槽：バルブ交換 
・高圧交流ガス負荷開閉器：設置 
・施設内：館内放送用設備設置 JVC ケンウッド PA-908 他 
・居室：ガス漏れ検知器交換 能美防災 KN-35B 
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・共用部：照明器具等交換 ALT-24W/S750F 他 
（４）平成２４年度 

①二の宮ハウス 
・ディスポーザー排水処理設備：空気配管の更新 

 
以上 
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外国人研究者宿舎の運営に関する規則 

 

（平成15年10月１日 平成15年規則第95号） 

改正 （平成16年４月１日 平成16年規則第45号） 

改正 （平成19年３月28日 平成19年規則第57号） 

改正 （平成21年３月27日 平成21年規則第81号） 

 

（目的） 

第１条 この規則は、独立行政法人科学技術振興機構が外国の研究者の利用のために設置する

宿舎（以下「宿舎」という。）の運営について定めることを目的とする。 

（管理者） 

第２条 この規則に定める宿舎の運営に係る事務は、国際科学技術部において行い、その責を

負う者（以下「管理者」という。）は国際科学技術部長とする。 

（利用資格） 

第３条 宿舎を利用できる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 国立試験研究機関、試験研究に関する業務を行う独立行政法人、大学、公共的な試

験研究機関等（以下「研究機関等」という。）において研究に従事する外国の研究者 

（２） 研究機関等と共同研究を行っている民間企業の研究グループにおいて研究に従事す

る外国の研究者 

（３） 研究機関等及びこれら研究機関等と共同研究を行っている民間企業の研究グループ

において研究に従事する日本の研究者で宿舎を利用する外国の研究者と交流を行う者 

（４） その他必要と認められる者 

（利用期間） 

第４条 宿舎を利用できる期間は、原則として２年以下とする。ただし、特別の理由があると

管理者が認めた場合は、この限りではない。 

（利用の許可） 

第５条 宿舎の利用を希望する者は、利用申請書及び許可書（様式第１号）を、管理者に提出

しなければならない。 

２ 管理者は、提出された利用申請書及び許可書（様式第１号）に対し、文書により宿舎の利

用を許可するものとする。 

（同居） 

第６条 前条第２項に定める許可を受けた利用者（以下「利用者」という。）は、その許可を

受けた同居者以外の者を同居させてはならない。ただし、特別の理由があると管理者が認め

た場合は、この限りではない。 

（利用の開始） 

第７条 利用者は、宿舎の利用を開始したときは、遅滞なく、誓約書及び利用届出書（様式第

２号）を管理者に提出しなければならない。 

（利用料） 

第８条 利用者は、別に定めるところにより宿舎の利用料を毎月管理者の指示に従い支払わな

ければならない。 
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（禁止事項） 

第９条 利用者（同居者を含む。以下同じ。）は、次の行為をしてはならない。 

（１） 宿舎の設備及び備品を宿舎の外に持ち出すこと。 

（２） 宿舎を本来の利用目的以外の用に供すること。 

（３） 宿舎における危険物の使用又は構造物に損害を与える行為をすること。 

（４） 宿舎を理由なく長期にわたってあけること。 

（５） その他宿舎内の風紀秩序を乱し、近隣者に迷惑を及ぼす行為をし、又は及ぼすおそ

れのある行為をしようとすること。 

（遵守事項） 

第10条 利用者は、宿舎における安全及び衛生の保持のため、次の事項を守らなければならな

い。 

（１） 衛生的な生活環境を維持するための管理を行うこと。 

（２） 火気の管理に努め火災の予防のため必要な措置を講ずること。 

（３）  火災その他非常の場合の処置についてあらかじめ熟知し、万一事故の発生の場合は、

管理人に報告するとともに、速やかに避難等、適切な処置をとること。 

（４） 感染症患者又は感染症の疑いのある患者が発生した場合には、遅滞なく、管理人を

経由して管理者に届け出てその指示に従うこと。 

（許可の取消） 

第11条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、第５条第２項に定める利用の許

可を取り消すことができる。 

（１） 第３条に定める利用資格がなくなったとき。 

（２） 第６条から第９条までの規定に違反したとき。 

（３） 宿舎の管理及び運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき、又は及ぼすおそれがあ

るとき。 

２ 管理者は、前項各号に定めるほか、宿舎の運営上必要と認めたときは、第４条に定める当

該利用の宿舎利用期間を変更し、又は第５条第１項に定める利用の許可を取り消すことがで

きる。 

３ 管理者は前２項の規定により利用期間を変更し、又は利用の許可を取り消したことによっ

て当該利用者が損失を受けても、その責めを負わない。 

（立入り） 

第12条 管理者は、宿舎の運営上やむをえない必要最小限度において、その職員又は管理人に、

利用中の宿舎に立ち入らせることができる。 

（退去） 

第13条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく宿舎を退去しなければならない。 

（１） 第11条の規定により利用許可を取り消されたとき。 

（２） 利用期間が満了したとき。 

２ 利用者は、退去する場合は、退去届出書（様式第３号）を管理者に提出しなければならな

い。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、故意又は過失により宿舎並びにその設備及び備品を滅失又はき損したとき
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は、当該宿舎並びにその設備及び備品を原状に回復し、又は原状に回復しないことによって

生ずる損害を賠償しなければならない。 

（業務の委任） 

第15条 管理者は、宿舎の運営上必要があるときは、第三者に宿舎の運営に係る業務の一部を

委任することができる。 

２ 管理者又は前項に定めるところにより宿舎の運営に係る業務の一部を委任された者は、宿

舎の維持管理のため管理人を置くものとする。 

（その他） 

第16条 この規則に定めるもののほか、宿舎の運営等に関し、必要な事項は管理者が別に定め

る。 

 

附 則 

この規則は、平成15年10月１日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日 平成16年規則第45号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月28日 平成19年規則第57号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月27日 平成21年規則第81号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。
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様式第１号 

Form 1 

「独立行政法人科学技術振興機構外国人研究者宿舎」利用申請書及び許可書 

Application and Permission for Use of JST Ninomiya/Takezono House 

 

Date (DD/MM/YY)   /   / 

Attention: Director,                                                      

Department of International Affairs,                                 Name(print)                           

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Nationality                            

                                                                          

I apply for use of JST Ninomiya/Takezono House as detailed hereunder. 

 

１．Requested type of house :   For Ninomiya House/For Takezono House 

２．Requested period of use :   Check-in(DD/MM/YY)                         Check-out(DD/MM/YY)                            

３．Requested type of room :    For one person / For two persons / For family(only Takezono House) 

４．User(s) 

Name Date of Birth (DD/MM/YY) Sex Relation 

User     

Family Members 

Sharing the Room 

 

 

   

 

上記利用希望者は、次のとおり当所において、研究に従事することを証明します。また、上記の者の宿舎の利

用について、外国人研究者宿舎の運営に関する利用規定等を遵守させることを保証し、同人が利用規定等を遵

守しない場合は、私の責任において退去させます。 

受入研究機関名  

日本滞在期間            年   月     日    ～        年     月     日 

研究部・課（室）名  

受入研究機関における身分  

招へいまたは派遣制度名  

受入担当責任者名 印 

 連絡先  TEL:  FAX:  E-mail: 

管理部門担当者名（部・課（室） 名）：                      印 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention:  Director, Department of 

International Affairs, 

Japan Science and Technology 

Agency (JST) 

 

I accept the application for use of JST Ninomiya/Takezono House, as prescribed hereunder. 

Room Number 

Approved for Use 
No. User  

Approved Period 

of Use(DD/MM/YY) 

Check-in 

/  /   

Check-out 

/  / 

Family Members 

Sharing the Room 

 

 

 

 

Remarks 

-The applicant must move into the room by   /  /   (DD/MM/YY) under the presence of host researcher. 

-The applicant must submit the Report of the Commencement of use within ten days of the beginning of occupancy. 

-The room may not be used by other than the above-mentioned person(s). 
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様式第２－１号  

 

Form 2-1 

(For Foreign Researchers) 

誓約書及び利用届出書 

Oath and Report of the Commencement of Use for JST Ninomiya/Takezono House 

 

                                                                           

Date 

 

Attention: Director,                                                     Name(print)                           

Department of International Affairs,                                 Signature                             

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Nationality                            

 

 

I hereby swear that I shall observe all the rules and regulations concerning the use of JST 

Ninomiya/Takezono House, upon obtaining residency approval and report the commencement of use for JST 

Ninomiya/Takezono House, as detailed in the following: 

 

Room Number of Use No.  

 

Date of Commencement of Use (DD/MM/YY)  

 

 

 

 

Names of Family Members Sharing the Room  
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様式第２－２号 

 

Form 2-2 

(For Japanese Researchers) 

誓約書及び利用届出書 

 

Date 

 

独立行政法人科学技術振興機構                                           Name(print)                           

国際科学技術部長殿                                                   Signature                             

 

 

私は、貴機構の外国人研究者宿舎を利用するにあたり、外国人研究者宿舎の運営に関する利用規定等の遵守す

る事を誓います。 

また、次のような事項についての国際交流に、可能な限り協力する事を誓います。 

○交流イベントへの参加 

○交流イベントの企画・運営補助 

○居住者にとっての相談相手 

○緊急時及び近隣居室で急病があった時等の対応 

 

 

また、下記のとおり外国人研究者宿舎の利用を開始したので、届け出ます。 

 

 

Room Number of Use No.  

 

 

Date of Commencement of Use (DD/MM/YY)  

 

 

 

Names of Family Members Sharing the Room  
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様式第３号 

Form 3  

「独立行政法人科学技術振興機構外国人研究者宿舎」退去届出書 

Report of Withdrawal from JST Ninomiya/Takezono House 

                                   

Date 

Attention: Director, 

Department of International Affairs,                                 Name(print)                           

Japan Science and Technology Agency(JST)                               Signature                             

                                                                         Nationality                            

 

I hereby report a withdrawal from JST Ninomiya/Takezono House, as detailed in the following: 

 

Room Number of Withdrawal No. 

 

 

Date of Withdrawal 

(DD/MM/YY) 

                      

                                      

           

Names of Family Members 

Sharing the Room 

 

 

 

 

Reason for Withdrawal  

 

 

Contacts after Withdrawal e-mail: 

address: 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(For House Officers) 

 

Check Items upon 

Withdrawal 

Facilities  

Equipment  

Fixtures  

Checked by:(Title)                                           印 
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外国人研究者宿舎の運営に関する規則施行細則 

 

（平成15年10月１日 平成15年細則第23号） 

改正 （平成20年３月12日 平成20年細則第２号） 

 

（目的） 

第１条 この細則は、外国人研究者宿舎の運営に関する規則（平成15年規則第95号）第８条に

定める宿舎の利用料について必要な事項を定めるものとする。 

（利用料） 

第２条 利用料は次のとおりとする。 

竹園ハウス 

区分 利用料 

月額 日額 

宿舎利用 １人用 63,000円 2,100円 

２人用 86,000円 2,867円 

家族用 106,000円 3,533円 

その他 自動車駐車場 3,000円 100円 

二の宮ハウス 

区分 利用料 

月額 日額 

宿舎利用 １人用 76,000円 2,533円 

２人用 100,000円 3,334円 

その他 自動車駐車場 5,000円 167円 

２ 利用料は、月額によるものとし、月の途中で宿舎の利用を開始し、又はこれを退去した場

合におけるその月分の利用料は日額により計算した額とする。 

（その他の料金） 

第３条 光熱水料等の実費は利用者が負担する。 

（利用料の納付） 

第４条 宿舎の利用許可を受けた者は、第２条に定める利用料を指定期日までに納付しなけれ

ばならない。 

（利用料の返却） 

第５条 納付された利用料は、次のいずれかに該当する場合以外は原則として返却しない。 

（１） 天災その他やむを得ない事由により宿舎を利用できなくなったとき。 

（２） 管理者の都合により宿舎の利用許可を取消し、または利用を中止させるとき。 

 

附 則 

この細則は、平成15年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月12日 平成20年細則第２号） 

この細則は、平成20年３月12日から施行し、改正後の外国人研究者宿舎の運営に関する規則

施行細則の規定は、平成19年４月１日から適用する。 
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管理業務企画書 
１．企業の代表責任者及び本業務担当者 
■入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表

責任者及び本業務担当者。 
（入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を添付すること） 
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２． 業務実績 

■本実施要項（１．）で示す業務毎に過去３年間の実績を記載すること。 

（１）統括業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

（２）施設維持管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

（３）環境衛生管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 

    

    

    

（４）植栽管理業務 

業務名 発注者 時期 業務内容 

   施設規模 
請負金額等 
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３．本業務実施に対する認識 
■安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント

等を具体的に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）用紙が不足する場合は適宜追加すること。 
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４．業務の実施体制及び業務全体の管理方法 
■本業務全体について及び本実施要項１．（１）イ．で示す各業務毎に実施体制及び業務全

体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす

者の配置を記載する。 
（必要とされる資格を証明する書類の写しを添付すること。） 
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５．質の確保及び業務コスト等削減に関する考え方 
■以下の項目について、簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、各業務毎に提案書を作

成することができる。 
（１）本業務の実施全般に対する質の確保及び業務コスト等削減についての考え方 
 
 
 
 
 
（２）質の確保に関する提案事項 
 
 
 
 
 
（３）業務コスト等削減に関する提案事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１：Ａ４判１ページ以内で記載すること。 
注２：業務毎に作成する場合は、各業務毎にＡ４判１ページ以内で記載すること。 
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６．改善提案総括表 

■業務内容（別紙４）に対し改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理

すること。なお、下記に改善提案のない業務項目については機構が提示する最低水準として従来

の実施方法に基づいて業務を行うものとする。 

（１）統括業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙４に定める項

目を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（２）施設維持管理業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙４に定める項

目を明記 
提案の概略 
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（３）環境衛生管理業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙４に定める項

目を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（４）植栽管理業務 提案の有無 有 無 

業務項目 
※別紙４に定める項

目を明記 
提案の概略 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

注１．提案の有無を選択し、改善提案がある場合は、業務項目及び提案の概略を記載する。 
注２．提案の詳細については【様式７】に記載する。 
注３．表の枠が不足する場合は適宜追加すること。 
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７．各業務の従来の実施方法に対する改善提案 
■提案を行う各業務の１項目につき１枚以内とする。 
（１）改善提案を行う業務及び項目 
 
 
 
（２）改善提案の趣旨 
 
 
 
（３）改善提案の内容及び実施方法 
 
 
 
（４）改善提案実施可能とする体制 
 
 
 
（５）最低水準の確保に対する説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注１：１つの提案毎に、それぞれＡ４判１ページ以内で記載すること。 
注２：定量的に提案できる項目は具体的な数値等を提案すること。 
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８．緊急時の体制及び対応方法 
（１）具体的な緊急事態を想定し、円滑に対応し、かっ被害を拡大させないための体制、

対策を具体的に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）緊急時の対策（連絡体制）を具体的に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）業務を安定的に履行できる対策（保証保険など）が講じられているか具体的に記載

すること。 
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９．再委託に関する事項 
 

再委託する業務 名称 住所 
再委託先の業務履行能力並びに報

告徴収その他の業務管理の方法 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：落札事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、機

構のセンターの承認を得なければならない。 
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平成   年   月   日 
 
 
独立行政法人科学技術振興機構 
分任契約担当者 経理部長 殿 
 

入札参加業者  住  所 （郵便番号        ） 
 
 
        電話番号 （    ）    － 
 

商  号 
又は名称 
 
 
氏  名                   ㊞ 
 
 
 （法人にあっては、代表者氏名） 
法定代理人 
氏  名 
 
 

入札参加事業者等確認書 

 
この書面の記載事項は、事実に相違ありません。 

 
 
（留意事項） 
１．この書面及び提出書類は、競争の導入による公共サービス改革に関する法律第１０条

各号に規定されている欠格事由該当性の審査に必要であり、この書面及び提出書類に記

載されている個人情報については、欠格事向該当性の審査のため、必要な範囲において

利用し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。 
２．この書面とともに第８面の一覧表（７．提出書類）に示す提出をお願いします。 
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１．入札参加事業者 
個人・法人の別 □  個  人 □  法  人 

（１）入札参加事業者が個人の場合 
フリガナ 生年月日 

（性別） 
本     籍 

氏  名 住     所 
フリガナ 

事業活動の内容 
商号又は屋号 

  
（    ） 

 
  

 
 

 
（２）入札参加事業者が法人の場合 

フリガナ 主たる事務所の所在地 
商号又は屋号 代表者の氏名 

事業活動の内容 
  
  

 
（記載上の注意） 
１．「個人・法人の別」は、該当するものに○印を付けてください。 
２．「商号又は屋号」は、商号登記をしているときはその商号を、商号登記していないときは屋

号等の名称のうち１個を記載してください。 
 
２．法定代理人 

フリガナ 生年月日 
（性別） 

本     籍 
氏  名 住     所 

  
（    ） 

 
  
  

（    ） 
 

  
（記載上の注意） 
１．「法定代理人」は、 
①入札参加事業者（法人の場合は、当該法人の役員） 
②入札参加事業者の親会社等（法人の場合は、当該法人の役員） 
が、法第１０条第６号に規定する「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」

である場合に、当該未成年者の法定代理人を記載してください。 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書留にて第２面（本面）の次に添付

してください。 
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３．役員等 
フリガナ 生年月日（性別） 本     籍 
氏  名 役職名又は名称 住     所 

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   

 （  ）  

   
（記載上の注意） 
１．入札参加事業者が法人の場合に記載してください。 
２．「役員等」とは、役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこ

れらに準ずる者）及び相談役、顧問等名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配力を有

する者をいい、その全てを記載してください。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第３面（本面）の

次に添付してください。 
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４．主要株主・主要出資者 
発行済株式の総数  出資総額  

（１）主要株主・主要出資者が個人の場合 
フリガナ 

生年月日 
（性別） 

本     籍 

氏  名 
住     所 

所有株式数又は出資金額 割  合 
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 

 

 
 

  
  

 
（  ） 
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（２）主要株主・主要出資者が法人の場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 所有株式数又は出資金額 割  合 

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    
（記載上の注意） 
１．主要株主とは、発行済株式の総数の１００分の５以上の株式を所有する株主をいいます。 
２．主要出資者とは、出資総額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいいま

す。 
３．割合は、「所有株式数（出資金額）／発行済株式の総数（出資金額）×１００とします。 
４．法第１０条第９号の親会社等に該当する湯合は、第６面（次面）の「５．親会社等」欄に 

記載してください。 
５．記載しきれないときは、との様式の例により作成した書面に記載して、個人の場合は第４

面（前面）の次に、法人の場合は第５面（本面）の次にそれぞれ添付してください。 
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５．親会社 
（１）施行令第３条第１項第１号に該当する場合 
○個人の場合 

フリガナ 
生年月日 
（性別） 

本     籍 

氏  名 
住     所 

議決権の総数 所有する議決権の数 割合 
  

 
（  ） 

 

 
 

   
○法人の場合 

フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 
商号又は名称 代表者氏名 議決権の総数 所有する議決権の数 割合 

   
     

（２）施行令第３条第１項第２号に該当する場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 その役員に占める自己の役員等の割合 
   
   

（３）施行令第３条第１項第３号に該当する場合 
フリガナ フリガナ 主たる事務所の所在地 

商号又は名称 代表者氏名 その代表権を有する役員の地位を占める自己の役員等の氏名 

   
   

（記載上の注意） 
１．「親会社等」には、入札参加事業者と次の関係（特定支配関係）にある者（施行令第３条第 
１項第１号から第３号まで）を記載してください。 
①その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使する

ことができない株主を除く。）又は総出資者の議決権の過半数を有していること。（第１号） 
②その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）に

占める自己の役員又は職員（過去２年聞に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。）の

割合が２分の１を超えていること。（第２号） 
③その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。（第３

号） 
２．親会社等に該当するものがある場合は、その該当する欄に記載してください。 
３．その役員に占める自己の役員等の割合は、「入札参加事業者における自己の役員等の数／入 
札参加事業者の役員の数×１００」とします。 
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６．親会社等の役員等 
法人の商号又は名称  

フリガナ 生年月日（性別） 本     籍 
氏  名 役職名又は名称 住     所 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
（記載上の注意） 
１．親会社等が法人の場合は、当該法人の役員等（第３面でいう「役員等」に同じ。）を全て記 
載してください。 

２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第７面（本面）の 

次に添付してください。 
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７．提出書類 
この書面のほか、下表に示す提出書類のうち、該当するものを提出してください。なお、

提出書類についてはチェック欄に○印を付けてください。 
提 出 書 類 一 覧 表 ﾁｪｯｸ 

１．住民票の写し（外国人の場合は外国人登録原票の写し） ※【落札者決定後】 
 ①落札事業者（個人）  

②落札事業者（個人）の法定代理人 ※２  
③落札事業者（法人）の役員  
④落札事業者（法人）の役員の法定代理人  
⑤落札事業者（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者 ※３  
⑥落札事業者（法人）の親会社等 ※４ （個人）  
⑦落札事業者（法人）の親会社等（個人）の法定代理人  
⑧落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  
⑨落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員の法定代理人  
⑩落札事業者（法人）の親会社等（法人）の役員と同等以上の支配力を有する者  

２．登記事項証明書（履歴事項全部証明書） ※５ 
 ⑪入札参加事業者（法人）  

⑫入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）  
３．戸籍謄本 ※６ 
 ⑬入札参加事業者（個人）  

⑭入札参加事業者（法人）の役員  
⑮入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  
⑯入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

４．未成年者登記簿の謄本 ※７ 
 ⑰入札参加事業者（個人）  

⑱入札参加事業者（法人）の役員  
⑲入札参加事業者（法人）の親会社等（個人）  
⑳入札参加事業者（法人）の親会社等（法人）の役員  

５．誓約書 
 ㉑入札参加事業者（個人）  
 ㉒入札参加事業者（法人）  
※１ 住民票の写しは、本籍地の記載のあるものとし、外国人登録原票の写しは、その者が

外国人で外国人登録をしている場合に提出してください。また、いずれも発行後６か月

以内のものを提出してください。 
※２ 法定代理人とは、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の

場合の当該未成年者の法定代理人をいいます。 
※３ 役員と同等以上の支配力を有する者とは、正規の役員ではないが、相談役、顧問等の

名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配力を有する者をいいます。 
※４ 親会社等とは、入札参加事業者と施行令第３条第１項各号のいずれかに該当する関係

（特定支配関係）を有する者とします。 
※５ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、発行後６か月以内のものを提出してくだ

さい。 
※６ 戸籍抄本は、その者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合

及びその者が未成年者で婚姻により成年に達したとみなされている場合（民法第７５３

条）に提出してください。 
※７ 未成年者登記簿の勝本は、その者が未成年者であって、営業に関し成年者と同一の行

為能力を有する場合（婚姻により成年に達したとみなされている場合を除く。）に提出し

てください。 
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